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の
成
立
期
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け
る
ユ
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亡
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学
者
の
役
割

―
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ア
メ
リ
カ
統
治
下
朝
鮮
（
韓
国
）
に
お
け
る
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
レ
ン
ケ
ル
の
活
動
を
中
心
に―

―

渡　
　

辺　
　

暁　
　

彦

は
じ
め
に

一　

韓
国
制
憲
憲
法
の
制
定
過
程

二　

亡
命
法
学
者
フ
レ
ン
ケ
ル　

－

ワ
イ
マ
ー
ル
・
ド
イ
ツ
か
ら
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
朝
鮮
半
島
へ

－

三　

ア
メ
リ
カ
統
治
下
朝
鮮
に
お
け
る
フ
レ
ン
ケ
ル　

－

大
陸
法
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
狭
間
で

－

四　

ア
メ
リ
カ
占
領
体
制
と
ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
法
学
者

お
わ
り
に
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に

　

日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
間
も
な
い
頃
、
隣
国
の
大
韓
民
国
（
以
下
、﹁
韓
国
﹂
と
す
る
。）
に
お
い
て
も
、
新
し
く
﹁
制
憲
憲
法
﹂（
建

国
憲
法
）
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
何
れ
も
ア
メ
リ
カ
占
領
統
治
下
の
所
産
と
し
て
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
誕
生
し
た
憲
法
典
で
あ
り
、
両
者
は
内

容
的
に
共
通
す
る
部
分
も
少
な
く
な
い
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
き
な
相
違
点
も
ま
た
存
す
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
両
国
の
統
治
形
態
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
着
目
す
る
と
、

一
方
の
韓
国
で
は
大
統
領
制
を
、
他
方
、
わ
が
国
で
は
議
院
内
閣
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
韓
国
で
は
こ
れ
ら
統
治

形
態
を
含
む
大
掛
か
り
な
憲
法
改
正
が
こ
れ
ま
で
幾
度
か
行
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
日
本
は
一
度
も
憲
法
改
正
を
経
験
し
て
い
な
い
。
こ
れ

は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か）

1
（

。

　

ほ
ぼ
同
時
期
に
、ア
メ
リ
カ
の
強
い
影
響
下
に
作
ら
れ
た
憲
法
典
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、右
の
よ
う
な
相
違
が
見
ら
れ
る
点
は
、比
較

憲
法
的
に
見
て
も
興
味
深
い
事
例
で
あ
ろ
う
。右
の
よ
う
な
問
い
に
答
え
る
に
は
、先
ず
も
っ
て
両
国
の
憲
法
制
定
過
程
に
ま
で
立
ち
返
っ
た

詳
細
な
研
究
・
分
析
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
多
か
れ
少
な
か
れ
、
そ
れ
が
戦
後
の
政
治
的
枠
組
み
を
決
定
づ
け
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
る
に
、
わ
が
国
で
は
韓
国
の
制
憲
憲
法
制
定
過
程
に
対
す
る
関
心
は
必
ず
し
も
高
い
と
は
い
え
ず
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
顧
み
ら
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
ね
て
よ
り
﹁
ア
ジ
ア
諸
国
法
の
研
究
・
教
育
﹂
）
2
（

の
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
が
、
今
な
お
そ
れ

は
途
上
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
な
か
、
本
稿
で
は
韓
国
制
憲
期
の
諸
相
の
一
端
を
参
酌
し
、
そ
れ

を
通
し
て
両
国
の
憲
法
制
定
過
程
の
共
通
性
や
相
違
点
等
に
つ
き
、
さ
ら
な
る
考
察
の
手
が
か
り
を
得
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
際
、
本
稿
で
は
特
に
一
人
の
ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
法
学
者
に
焦
点
を
当
て
て
、
そ
の
当
時
の
様
子
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
の
人
物
と
は
、
ナ
チ
ス
台
頭
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
系
の
法
学
者
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
レ
ン
ケ
ル
（E

. 
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F
raenkel

）
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
フ
レ
ン
ケ
ル
に
つ
い
て
は
、
そ
の
主
著
﹃
二
重
国
家
﹄
の
著
者
と
し
て
、
わ
が
国
で
も

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
ア
メ
リ
カ
へ
亡
命
し
、
そ
の
後
、
そ
の
法
的
な
専
門
知
識
を
か
わ
れ

て
、
ア
メ
リ
カ
軍
政
庁
の
職
員
と
し
て
占
領
下
朝
鮮
で
民
主
主
義
の
確
立
に
寄
与
し
た
事
実
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

か
よ
う
に
亡
命
法
学
者
（
亡
命
法
律
家
）
の
役
割
に
考
察
対
象
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
憲
法
改
革
と
い
う
国
家
的
な
事
象
を
、
特
殊
な
人

的
関
係
の
問
題
に
矮
小
化
す
る
か
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
逆
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
第
二
次
大
戦
後
の
諸
外
国
の
憲
法
制
定
過
程

を
広
く
捉
え
直
す
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か）

3
（

。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
日
本
国
憲
法
及
び
附
属
法
の
制
定
当

時
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
占
領
下
日
本
で
活
躍
し
た
一
人
の
ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
法
律
家
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
オ
プ
ラ
ー
（A

. 

O
ppler

）
の
名
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

　

以
下
、
具
体
的
考
察
の
流
れ
と
し
て
、
ま
ず
始
め
に
韓
国
制
憲
憲
法
の
制
定
過
程
を
簡
単
に
振
り
返
り
、
第
二
次
大
戦
後
の
朝
鮮
半
島
の

状
況
や
ア
メ
リ
カ
軍
政
庁
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
概
観
す
る
（
一
）。
次
に
、
軍
政
庁
で
リ
ー
ガ
ル
・
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
と
し
て
職
務

に
従
事
し
た
フ
レ
ン
ケ
ル
に
焦
点
を
あ
て
、
彼
の
人
物
像
や
学
問
的
営
為
を
素
描
す
る
（
二
）。
そ
の
後
、
韓
国
に
お
け
る
近
時
の
フ
レ
ン

ケ
ル
研
究
を
踏
ま
え
て
、
韓
国
の
制
憲
憲
法
の
運
用
や
法
制
度
の
確
立
に
果
た
し
た
フ
レ
ン
ケ
ル
の
理
論
的
貢
献
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を

加
え
（
三
）、
最
後
に
占
領
下
の
憲
法
制
定
過
程
に
お
け
る
亡
命
法
学
者
の
役
割
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
（
四
）。

一　

韓
国
制
憲
憲
法
の
制
定
過
程

　

⑴　

韓
国
憲
法
史
概
略

　

韓
国
で
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
九
度
に
わ
た
る
改
憲
が
行
わ
れ
て
い
る
。
現
行
憲
法
は
、
一
九
八
七
年
に
制
定
さ
れ
た
第
六
共
和
国
憲
法

二
七
六
九
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法
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亡
命
法
学
者
の
役
割

で
あ
る）

4
（

。
第
二
次
大
戦
後
の
六
〇
年
余
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
韓
国
で
は
憲
法
規
範
の
移
り
変
わ
り
が
め
ま
ぐ
る
し
い
。

　

韓
国
憲
法
史
に
見
ら
れ
る
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
統
治
機
構
に
か
か
わ
る
条
項
の
頻
繁
な
改
変
を
指
摘
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う）

5
（

。
そ
の

証
拠
に
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
改
憲
の
大
部
分
が
、
大
統
領
の
選
出
方
法
や
そ
の
権
限
規
定
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
共
和
国
の
ご

く
わ
ず
か
な
時
期
を
除
き
、
韓
国
で
は
一
貫
し
て
大
統
領
制
が
採
用
さ
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
ひ
と
く
ち
に
大
統
領
制
と
い
っ
て
も
、
そ

の
時
々
の
政
治
状
況
や
憲
法
規
定
の
あ
り
方
に
応
じ
て
、
多
様
な
形
態
・
運
用
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
を
要
し
よ
う
。

　

そ
の
一
方
で
、
韓
国
で
は
常
に
議
院
内
閣
制
へ
の
移
行
が
叫
ば
れ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
種
の
議
論
は
、
す
で
に
一
九
四
八

年
の
制
憲
憲
法
（﹁
第
一
共
和
国
憲
法
﹂）
の
制
定
過
程
に
も
見
ら
れ
る
。＂
大
統
領
制
か
議
院
内
閣
制
か
＂
と
い
う
問
題
は
、
そ
の
当
時
か

ら
大
き
な
争
点
で
あ
っ
た
。
最
終
的
に
、
採
用
さ
れ
た
の
は
大
統
領
制
で
あ
っ
た
が
、
議
院
内
閣
制
を
支
持
す
る
見
解
も
決
し
て
少
な
く
な

か
っ
た
。＂
大
統
領
制
か
議
院
内
閣
制
か
＂
と
い
う
二
者
択
一
は
、﹁
韓
国
の
憲
法
史
を
貫
く
最
も
大
き
く
、
か
つ
、
根
の
深
い
﹂）

6
（

問
い
で
あ

る
。
そ
の
問
題
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
特
に
大
統
領
選
挙
の
際
に
は
し
ば
し
ば
俎
上
に
上
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑵　

植
民
地
支
配
か
ら
の
解
放

　

こ
こ
で
は
、
韓
国
制
憲
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
前
後
の
状
況
に
つ
い
て
、
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
、
日

本
が
連
合
国
に
無
条
件
降
伏
を
し
た
こ
と
で
、
朝
鮮
半
島
の
人
々
は
長
か
っ
た
植
民
地
支
配
か
ら
﹁
解
放
﹂
さ
れ
た
。
人
々
は
歓
喜
を
も
っ

て
そ
れ
を
迎
え
た
。
が
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
南
北
朝
鮮
の
分
断
の
始
ま
り
で
も
あ
っ
た
。
朝
鮮
近
現
代
史
研
究
で
知
ら
れ
る
Ｂ
・
カ
ミ

ン
グ
ス
（B

. C
um

ings

）
は
、
一
九
四
三
年
か
ら
約
一
〇
年
あ
ま
り
の
朝
鮮
半
島
の
出
来
事
を
知
ら
ず
し
て
、
今
日
の
朝
鮮
の
問
題
は
何

も
理
解
で
き
な
い
と
ま
で
断
言
す
る
。
そ
し
て
、
一
九
四
五
年
の
﹁
解
放
﹂
か
ら
、
二
つ
の
国
家
が
成
立
し
た
一
九
四
八
年
ま
で
の
三
年
余

を
﹁
熱
情
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
特
徴
づ
け
て
い
る）

7
（

。

二
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一
九
四
五
年
八
月
の
﹁
解
放
﹂
と
時
を
前
後
し
て
、
呂
運
亨
を
中
心
に
建
国
準
備
委
員
会
が
結
成
さ
れ
、
広
く
民
衆
の
支
持
を
集
め
な
が

ら
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
翌
九
月
に
は
、
建
国
準
備
委
員
会
が
﹁
朝
鮮
人
民
共
和
国
﹂
の
樹
立
を
宣
布
す
る
が
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ

り
否
定
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
九
月
一
一
日
に
ア
ー
ノ
ル
ド
少
将
を
軍
政
長
官
に
任
命
し
、
一
〇
月
一
〇
日
、﹁
軍
政
庁
は
南
朝

鮮
に
お
け
る
唯
一
の
政
府
で
あ
る
﹂
と
宣
言
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
朝
鮮
半
島
で
軍
政
を
布
き
、
直
接
統
治
を
行
っ
た
の
で
あ
る）

8
（

。
こ
の
軍
政

の
三
年
間
（
一
九
四
五
年
九
月
～
一
九
四
八
年
八
月
）
こ
そ
、﹁
韓
国
の
政
治
構
造
の
原
型
︹
が
︺
形
成
さ
れ
た
﹂）

9
（

時
期
で
も
あ
っ
た
。
一
方
、

ソ
連
側
も
朝
鮮
人
民
共
和
国
を
承
認
せ
ず
、
一
一
月
一
九
日
に
は
北
朝
鮮
五
道
行
政
局
が
設
置
さ
れ
た）
₁₀
（

。

　

同
年
一
二
月
、
米
・
英
・
ソ
三
国
外
相
会
議
で
朝
鮮
半
島
の
信
託
統
治
案
が
具
体
化
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
朝
鮮
独
立
の
前
提
と
し
て
、
朝

鮮
民
主
主
義
臨
時
政
府
の
樹
立
を
う
た
い
、
そ
の
準
備
の
た
め
に
米
ソ
に
よ
る
共
同
委
員
会
を
設
置
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
（
モ
ス
ク

ワ
協
定
））
₁₁
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
朝
鮮
の
人
々
は
激
し
く
反
発
し
、﹁
反
託
運
動
﹂
が
展
開
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
一
連
の
経
過
を
経
て
、
三
八
度
線
の
南
側
で
は
一
九
四
八
年
八
月
一
五
日
に
朝
鮮
半
島
の
南
側
に
大
韓
民
国
が
、
北
側
で
は
翌

九
月
に
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
が
そ
れ
ぞ
れ
樹
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

⑶　

韓
国
制
憲
憲
法
の
制
定
過
程

①　

制
憲
国
会
で
の
作
業
と
ア
メ
リ
カ
軍
政
庁

　

国
連
の
監
視
の
も
と
、
朝
鮮
半
島
の
南
側
部
分
だ
け
で
初
の
総
選
挙
が
五
月
一
〇
日
に
実
施
さ
れ
た
。
南
朝
鮮
全
域
（
済
州
島
を
除
く
）

か
ら
選
出
さ
れ
た
一
九
八
名
の
議
員
に
よ
っ
て
、
五
月
三
一
日
に
制
憲
国
会
が
構
成
さ
れ
た
。
制
憲
国
会
で
は
、
ア
メ
リ
カ
帰
り
の
李
承
晩

を
議
長
と
し
て
、
す
ぐ
さ
ま
憲
法
制
定
作
業
に
取
り
組
ん
だ
。
実
質
的
な
作
業
は
、
六
月
三
日
に
発
足
し
た
憲
法
草
案
委
員
会
に
お
い
て
行

わ
れ
た
。

二
七
七
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憲
法
草
案
委
員
会
で
は
、
専
門
委
員
で
あ
る
兪
鎮
午
博
士
に
よ
る
憲
法
草
案
を
軸
に
、
権
承
烈
氏
の
案
を
参
考
案
と
し
て
審
議
が
重
ね
ら

れ
た）
₁₂
（

。
両
案
は
い
ず
れ
も
、
議
院
内
閣
制
の
採
用
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
委
員
会
で
得
ら
れ
た
最
終
案
で
も
、
引
き
続
き
議
院
内
閣

制
の
導
入
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
李
承
晩
と
ア
メ
リ
カ
軍
政
庁
側
か
ら
大
統
領
制
の
採
用
を
主
眼
と
し
た
反
対
意
見
が

提
出
さ
れ
た
。
結
果
的
に
、
そ
の
意
見
が
通
り
、
大
統
領
制
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

七
月
一
七
日
、
制
憲
憲
法
が
公
布
、
二
〇
日
に
制
憲
国
会
は
初
代
大
統
領
に
李
承
晩
を
選
出
し
た
。
そ
し
て
、
八
月
一
五
日
に
大
韓
民
国

が
樹
立
さ
れ
た
。
韓
国
で
は
、
す
で
に
一
八
八
九
年
に
﹁
大
韓
国
国
制
﹂
と
い
う
成
文
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
皇
帝
の
地
位

と
権
限
を
定
め
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
た
め
、制
憲
憲
法
は
﹁
初
の
実
効
性
の
あ
る
立
憲
主
義
的
憲
法
﹂
）
₁₃
（

と
し
て
公
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
憲
法
制
定
に
携
わ
っ
た
者
の
多
く
が
、
日
本
に
留
学
経
験
を
も
つ
か
、
あ
る
い
は
日
本
の
植
民
地
時
代
に
教
育
を
う

け
た
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
明
治
憲
法
下
の
主
流
で
あ
っ
た
大
陸
法
系
の
思
考
に
強
く
影
響
さ
れ
た

部
分
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
も
想
像
に
難
く
な
い）
₁₄
（

。

　

制
憲
憲
法
及
び
附
属
法
の
制
定
に
ア
メ
リ
カ
軍
政
庁
も
無
関
心
で
い
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
司
法
部
（D

epartm
ent of Justice

）
の
職

員
を
中
心
に
、
そ
う
し
た
動
き
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
人
物
と
し
て
、
パ
ー
グ
ラ
ー
（C

. P
ergler

）、
ウ
ッ

ダ
ー
ル
（E

. J. W
oodal

）、
そ
し
て
本
稿
で
取
り
上
げ
る
フ
レ
ン
ケ
ル
の
名
前
を
挙
げ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

な
お
上
記
、
韓
国
側
の
制
憲
憲
法
草
案
に
先
駆
け
て
、
す
で
に
早
い
段
階
で
、
ウ
ッ
ダ
ー
ル
が
制
憲
憲
法
の
草
案
（T

he C
onstitution 

of K
orea

）
を
起
草
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
草
案
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る）
₁₅
（

。

②　

制
憲
憲
法
の
特
徴

　

数
々
の
妥
協
を
重
ね
た
う
え
で
公
布
さ
れ
た
制
憲
憲
法
は
、
前
文
と
一
〇
章
一
〇
三
箇
条
か
ら
成
る
。
こ
れ
ら
制
憲
憲
法
の
特
徴
と
し
て

二
七
七
二
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真
っ
先
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
大
統
領
制
の
採
用
で
あ
ろ
う
。
大
統
領
制
が
採
択
さ
れ
た
理
由
は
、
李
承
晩
の
﹁
権
力
掌
握
意
図
﹂
）
₁₆
（

に

あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
表
向
き
は
、
政
党
政
治
の
未
成
熟
を
挙
げ
つ
つ
も
、
実
際
は
、
彼
に
敵
対
す
る
政
党
（
韓
国
民
主
党
）
を
排
除
し
よ
う

と
し
た
。
と
は
い
え
、
韓
国
民
主
党
の
主
張
も
部
分
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
国
務
委
員
制
度
と
国
務
総
理
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
部
分
的
に
議
院
内
閣
制
的
要
素
が
加
味
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
、
大
統
領
制
と
議
院
内
閣
制
と
の
混
合
型
が
生
ま
れ

た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
以
後
、
大
統
領
制
を
強
化
す
る
か
弱
体
化
さ
せ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
と
き
の
政
局
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
常
に
韓
国
の
統
治

機
構
を
め
ぐ
る
主
た
る
論
点
と
な
っ
て
い
く）
₁₇
（

。

　

そ
の
他
、
制
憲
憲
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
大
統
領
は
国
会
（
一
院
制
も
し
く
は
単
院
制
）
で
無
記
名
投
票
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
。
任
期
は

四
年
で
、
再
任
は
一
回
認
め
ら
れ
る
。
重
要
政
策
に
つ
い
て
は
、
大
統
領
と
国
務
総
理
、
国
務
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
国
務
会
議
に
お
い
て

審
議
・
決
定
さ
れ
る
。
ま
た
司
法
に
つ
い
て
、
大
法
院
長
以
下
す
べ
て
の
法
官
の
任
命
権
を
、
大
統
領
が
有
し
て
い
る
。
憲
法
委
員
会
に
は
、

法
律
の
合
憲
性
審
査
権
が
与
え
ら
れ
た
。

　

他
方
で
、
基
本
権
に
つ
い
て
は
法
律
の
留
保
規
定
が
お
か
れ
る
な
ど
、
そ
こ
に
は
当
時
の
韓
国
社
会
に
お
け
る
﹁
近
代
憲
法
の
精
神
的
基

礎
を
な
す
自
由
意
識
の
貧
困
﹂
）
₁₈
（

が
現
れ
て
い
る
。

二　

亡
命
法
学
者
フ
レ
ン
ケ
ル　

－

ワ
イ
マ
ー
ル
・
ド
イ
ツ
か
ら
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
朝
鮮
半
島
へ

－

　

⑴　

フ
レ
ン
ケ
ル
再
評
価
の
機
運

　

上
述
の
通
り
、
制
憲
期
の
混
迷
の
時
代
に
、
法
律
家
と
し
て
朝
鮮
半
島
の
復
興
に
寄
与
し
た
の
が
フ
レ
ン
ケ
ル
で
あ
る
。
フ
レ
ン
ケ
ル
と

二
七
七
三
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憲
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は
い
か
な
る
人
物
で
あ
っ
た
の
か
。
以
下
、
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ
る
が
、
近
年
の
フ
レ
ン
ケ
ル
再
評
価
の
動
き
と
と
も
に
、
彼
の
人
物

像
に
つ
い
て
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

一
九
九
九
年
一
月
、
ド
イ
ツ
で
は
、
一
人
の
学
者
の
生
誕
一
〇
〇
周
年
を
記
念
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
学
者
と
は
、

フ
レ
ン
ケ
ル
そ
の
人
で
あ
る
。
彼
は
、
ま
さ
に
二
〇
世
紀
の
歴
史
に
翻
弄
さ
れ
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
を
目
前
に
し
た
一
八
九

八
年
に
ド
イ
ツ
で
生
ま
れ
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
誕
生
と
崩
壊
を
つ
ぶ
さ
に
体
験
し
、
ナ
チ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人

迫
害
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
戦
後
は
、
旧
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
民
主
主
義
の
復
興
に
寄
与
し
た
人
物
で
あ
る
。

　

フ
レ
ン
ケ
ル
の
名
前
は
、
わ
が
国
で
も
つ
と
に
知
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
彼
の
主
著
﹃
二
重
国
家
（D

ual State

）﹄）
₁₉
（

は
、
ナ
チ
ズ
ム
期
の
ド
イ
ツ
政
治
・
司
法
・
社
会
論
と
し
て
、
今
日
で
も
高
い
評
価
を
得
て
い
る）
₂₀
（

。
Ｆ
・
ノ
イ
マ
ン
（F. N

eum
ann

）、
Ｏ
・

キ
ル
ヒ
ハ
イ
マ
ー
（O

. K
irchheim

er
）
ら
と
並
ん
で
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
終
焉
を
目
の
当
た
り
に
し
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
迫
害
か
ら
亡

命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
左
翼
知
識
人
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る）
₂₁
（

。
と
は
い
え
、
わ
が
国
で
は
フ
レ
ン
ケ
ル
に
対
す
る
関
心
は

そ
れ
ほ
ど
高
い
と
は
い
え
な
い
。
同
時
代
の
知
識
人
、
例
え
ば
、
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（C

. Schm
itt

）
な
ど
と
は
比
べ
る
ま
で
も
な
く
、
ま

た
フ
レ
ン
ケ
ル
の
師
で
あ
る
労
働
法
学
者
Ｈ
・
ジ
ン
ツ
ハ
イ
マ
ー
（H

. Sinnzheim
er

）
な
ど
と
見
比
べ
て
み
て
も
、
そ
の
学
問
的
な
関
心

度
は
大
き
く
見
劣
り
す
る
。

　

も
っ
と
も
、
右
の
よ
う
な
過
酷
な
時
代
状
況
の
な
か
で
、
彼
が
多
方
面
に
わ
た
る
活
躍
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
近
年
公

刊
さ
れ
た
著
作
集
の
一
冊
を
手
に
と
れ
ば
、
そ
の
活
動
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
逆
説
的
な
言
い
方
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
数
多
く
の
学
問
的
成
果
を
残
す
こ
と
が
で
き
た
と
も
い
え
よ
う
。

　

近
年
ド
イ
ツ
で
は
、
フ
レ
ン
ケ
ル
に
対
す
る
再
評
価
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
動
き
は
、
上
記
著
作
集
の
刊
行
と
無
関
係
で

は
な
か
ろ
う
。
従
来
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
論
説
が
日
の
目
を
見
た
こ
と
で
、
あ
ら
た
め
て
彼
の
学
問
的
営
為
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ

二
七
七
四
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た
と
い
え
る
。
ド
イ
ツ
に
帰
国
し
た
後
の
政
治
教
育
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み
を
含
め
、
フ
レ
ン
ケ
ル
の
理
論
的
営
為
と
実
践
の
全
体
像
を

理
解
す
る
に
は
、
彼
の
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
全
体
に
目
を
向
け
ね
ば
な
る
ま
い
。
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
後
に
展
開
さ
れ
る
彼
の
多
元
主

義
的
な
民
主
主
義
論
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
亡
命
と
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
占
領
体
制
の
経
験

で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
軍
政
庁
の
一
員
と
し
て
民
主
主
義
の
復
興
に
携
わ
っ
た
彼
の
生
活
体
験
へ
の
目
配
り
は
、
そ
の
意
味
で
も
不
可
欠
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
で
も
い
ま
だ
研
究
が
立
ち
遅
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

⑵　

人
物
像

①　

実
務
家
と
し
て
の
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代

　

フ
レ
ン
ケ
ル
は
一
八
九
八
年
一
二
月
二
六
日
ド
イ
ツ
北
西
部
の
都
市
ケ
ル
ン
に
生
ま
れ
た）
₂₂
（

。
若
く
し
て
両
親
を
失
っ
た
た
め
、
一
九
一
五

年
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
住
む
親
戚
、
Ｊ
・
エ
プ
ス
タ
イ
ン
（J. E

pstein

）
一
家
の
下
へ
移
り
住
む
。
Ｊ
・
エ
プ
ス
タ
イ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
大
学
附
属
研
究
所
の
物
理
学
教
授
で
あ
っ
た
。

　

青
年
フ
レ
ン
ケ
ル
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
や
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
で
、
法
律
学
や
歴
史
学
を
学
ん
だ
。
そ
の
間
、
第
一
次
世
界
大

戦
に
従
軍
し
て
い
る
。
彼
の
生
涯
に
決
定
的
で
あ
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
で
の
ジ
ン
ツ
ハ
イ
マ
ー
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
労

働
法
の
大
家
ジ
ン
ツ
ハ
イ
マ
ー
の
指
導
の
下
に
、
フ
レ
ン
ケ
ル
は
博
士
論
文
﹃
無
効
な
労
働
契
約
﹄
を
執
筆
し
て
、
法
律
家
と
し
て
一
歩
を

踏
み
出
し
て
い
る
。
一
九
二
一
年
に
は
社
会
民
主
党
に
入
党
し
て
い
る
。

　

多
方
面
に
わ
た
る
フ
レ
ン
ケ
ル
の
著
作
や
そ
の
実
践
を
理
解
す
る
に
は
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
で
一
般
に
理
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
政
治
学

者
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
法
律
家
及
び
法
学
者
と
し
て
の
彼
の
業
績
に
も
ひ
ろ
く
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
末
期
、彼
は
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
関
す
る
論
文
を
い
く
つ
か
﹃
社
会
（D

ie G
esellschaft

）﹄
誌
上
に
寄
稿
し
て
い
る
。

二
七
七
五
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法
学
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の
役
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な
か
で
も
、﹃
憲
法
改
正
と
社
会
民
主
主
義
﹄（
一
九
三
二
年
）
は
ワ
イ
マ
ー
ル
末
期
の
公
法
学
の
状
況
を
如
実
に
映
し
出
し
て
お
り
、
注
目

す
べ
き
論
稿
で
あ
る
。
こ
れ
ら
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
規
定
と
運
用
に
関
す
る
論
説
は
、
現
行
の
一
九
四
八
年
ド
イ
ツ
基
本
法
に
も
、
一
定
の

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る）
₂₃
（

。
諸
説
あ
る
も
の
の
、
現
行
ド
イ
ツ
基
本
法
が
定
め
る
建
設
的
不
信
任
投
票
制
度
（
基
本
法
第
六
七
条
）
な
ど

は
、
し
ば
し
ば
そ
の
代
表
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る）
₂₄
（

。

　

ナ
チ
ス
が
権
力
を
掌
握
し
た
後
も
、
フ
レ
ン
ケ
ル
は
し
ば
ら
く
の
間
、
い
わ
ゆ
る
﹁
前
線
条
項
﹂
）
₂₅
（

に
よ
り
職
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
も
、
し
ば
ら
く
は
危
険
を
冒
し
て
ド
イ
ツ
に
留
ま
っ
た
が
、
結
局
、
一
九
三
八
年
九
月
末
に
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
一
九
三
三

年
か
ら
一
九
三
八
年
の
間
、
彼
は
法
廷
で
ナ
チ
ス
に
敵
対
し
た
人
び
と
の
弁
護
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
経
験
か
ら
、
憲
法
及

び
行
政
法
理
論
を
集
中
的
に
研
究
し
た
と
述
べ
て
い
る）
₂₆
（

。

　

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
疑
問
が
湧
く
。
ユ
ダ
ヤ
系
の
出
自
を
も
ち
、
か
つ
社
会
民
主
党
系
の
理
論
家
で
も
あ
っ
た
彼
が
、
ど
う

し
て
ナ
チ
ス
体
制
の
下
で
弁
護
士
と
し
て
活
動
で
き
た
の
か
。
フ
レ
ン
ケ
ル
の
生
涯
に
は
﹁
謎
が
少
な
く
な
い
﹂）
₂₇
（

と
い
わ
れ
る
が
、
最
大
の

謎
が
こ
れ
で
あ
る
。

②　

ア
メ
リ
カ
へ
の
亡
命

　

苦
難
の
末
、
フ
レ
ン
ケ
ル
が
イ
ギ
リ
ス
を
経
て
ア
メ
リ
カ
に
到
着
し
た
と
き
、
彼
の
手
許
に
は
わ
ず
か
に
一
〇
ラ
イ
ヒ
・
マ
ル
ク
し
か
握

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
亡
命
後
、
彼
は
﹁
専
門
職
職
員
の
た
め
の
研
究
助
成
委
員
会
（A

m
erican C

om
m

ittee for the 

G
uidance of P

rofessional P
ersonnel

）﹂）
₂₈
（

の
奨
学
金
を
得
て
、
シ
カ
ゴ
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
で
学
ん
だ
。
そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
と
ド

イ
ツ
の
法
文
化
・
政
治
文
化
の
違
い
を
認
識
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

一
九
四
一
年
に
は
、
ナ
チ
ス
体
制
を
分
析
し
た
﹃
二
重
国
家
﹄
を
出
版
し
た
。
さ
ら
に
続
け
て
、
軍
事
占
領
に
関
す
る
法
的
諸
問
題
を
扱

二
七
七
六
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韓
国
制
憲
憲
法
の
成
立
期
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
法
学
者
の
役
割

同
志
社
法
学　

六
四
巻
七
号�

七
五
一

う
﹃
軍
事
占
領
と
法
の
支
配
﹄（
一
九
四
四
年
）
を
公
刊
す
る
な
ど
、
こ
の
時
期
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
非
武
装
化
、
民
主
主
義
の
復
興
に
関

す
る
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
た）
₂₉
（

。
こ
れ
と
並
行
し
て
、ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
あ
る
ニ
ュ
ー
・
ス
ク
ー
ル
・
フ
ォ
ー
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
リ
サ
ー
チ
（N

ew
 

School for social R
esearch

）
）
₃₀
（

で
は
、﹁
比
較
法
﹂
の
授
業
を
行
っ
て
い
る）
₃₁
（

。

　

さ
ら
に
一
九
四
四
年
か
ら
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
に
あ
る
﹁
対
外
経
済
局
（F

oreign E
conom

ic A
dm

inistration,F
E

A

）﹂
で
働
く
こ

と
に
な
る
。
彼
が
渡
米
後
は
じ
め
て
得
た
定
職
で
あ
る
。
Ｆ
Ｅ
Ａ
で
は
、中
央
情
報
局
（
Ｃ
Ｉ
Ａ
）
の
前
身
で
あ
る
戦
略
情
報
局
（
Ｏ
Ｓ
Ｓ
）

の
調
査
分
析
部
（
Ｒ
＆
Ａ
）
と
共
同
で
、
占
領
体
制
に
関
す
る
分
析
等
を
行
っ
て
い
る）
₃₂
（

。
こ
う
し
た
経
験
と
識
見
か
ら
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
占

領
政
策
に
協
力
す
る
よ
う
請
わ
れ
る
が
、
彼
は
そ
れ
を
断
っ
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
全
く
見
ず
知
ら
ず
の
異
国
の
地
、
朝
鮮
半
島
に
お

け
る
民
主
主
義
の
復
興
に
携
わ
る
こ
と
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
、
フ
レ
ン
ケ
ル
と
同
じ
よ
う
に
、
数
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
系
知
識
人
が
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
い
る）
₃₃
（

。
そ
の
多
く
が
第
二
次
大
戦
後
に

は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
の
一
員
と
し
て
、
母
国
や
敗
戦
国
の
復
興
支
援
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
亡
命
知
識
人
が
、
ア
メ
リ
カ
政

府
の
戦
時
体
制
及
び
戦
後
の
占
領
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
（
女
）
ら
の
な
か
に
は
、
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
国
籍
を
取
得

し
、
そ
の
ま
ま
母
国
に
戻
ら
ず
ア
メ
リ
カ
で
暮
ら
す
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

③　

ド
イ
ツ
へ
の
帰
還
と
政
治
教
育
へ
の
情
熱

　

ア
メ
リ
カ
占
領
下
朝
鮮
で
の
フ
レ
ン
ケ
ル
の
任
務
や
活
動
に
つ
い
て
は
次
章
で
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
、
簡
単
に
そ
の
後
の

足
跡
を
辿
っ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　

一
九
四
九
年
夏
に
は
、
ア
ー
ベ
ン
ト
ロ
ー
ト
（W

. A
bendroth

）
が
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ス
ハ
ー
フ
ェ
ン
単
科
大
学
の
一
般
法
学
の
ポ
ス
ト

を
フ
レ
ン
ケ
ル
に
提
示
す
る
な
ど
、
何
度
か
ド
イ
ツ
か
ら
招
聘
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
は
す
べ
て
丁
重
に
断
っ
て
い
る）
₃₄
（

。
そ
う
こ
う

二
七
七
七
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同
志
社
法
学　

六
四
巻
七
号�

七
五
二

韓
国
制
憲
憲
法
の
成
立
期
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
法
学
者
の
役
割

し
て
い
る
間
に
、
朝
鮮
半
島
で
の
職
務
は
、
一
九
五
〇
年
六
月
の
朝
鮮
戦
争
（
六
・
二
五
動
乱
）
の
勃
発
に
よ
り
、
突
如
終
わ
り
を
迎
え
た
。

や
っ
と
の
思
い
で
朝
鮮
半
島
を
脱
出
し
た
フ
レ
ン
ケ
ル
は
、
し
ば
ら
く
日
本
に
滞
在
す
る）
₃₅
（

。
日
本
滞
在
中
に
フ
レ
ン
ケ
ル
が
ど
の
よ
う
な
活

動
を
行
っ
た
の
か
、
ま
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
な
ど
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
そ
れ
を
推
し
量
る
資
料
を
見
出
せ
な
い）
₃₆
（

。

　

一
九
五
一
年
四
月
、
ア
メ
リ
カ
国
務
省
か
ら
の
要
請
、
さ
ら
に
は
親
友
Ｏ
・
ズ
ー
ア
（O

. Suhr

）
の
度
重
な
る
働
き
掛
け
な
ど
も
あ
っ
て
、

彼
は
二
度
と
戻
ら
な
い
と
誓
っ
た
は
ず
の
母
国
ド
イ
ツ
へ
帰
国
す
る
。
帰
国
後
の
フ
レ
ン
ケ
ル
は
、
教
育
政
策
の
支
援
・
促
進
業
務
に
従
事

す
る
。
彼
は
、
ラ
ジ
オ
放
送
や
様
々
な
成
人
教
育
施
設
に
お
け
る
講
演
等
を
通
じ
て
、
と
り
わ
け
政
治
教
育
に
力
を
そ
そ
い
だ
。
一
九
五
三

年
に
は
、
再
開
さ
れ
た
ば
か
り
の
ド
イ
ツ
政
治
大
学
（
後
の
﹁
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
﹂）
の
教
授
職
を
得
て
、
そ
れ
以
後
亡
く
な
る
一
九
七

五
年
ま
で
、
ド
イ
ツ
政
治
学
の
復
権
に
尽
力
し
た
。

　

フ
レ
ン
ケ
ル
が
ド
イ
ツ
政
治
大
学
に
お
い
て
担
当
し
た
講
義
は
、
彼
の
経
歴
な
ら
で
は
と
も
い
え
る
多
種
多
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。
な
か

で
も
、﹁﹃
民
族
団
体
、
国
際
連
合
、
地
域
協
定
﹄、﹃
国
際
連
合
の
諸
問
題
﹄
な
ど
に
関
す
る
講
義
は
、
韓
国
に
お
け
る
体
験
が
反
映
さ
れ
た

も
の
﹂
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る）
₃₇
（

。
ま
た
、
彼
が
身
を
も
っ
て
体
験
・
摂
取
し
た
ア
メ
リ
カ
の
政
治
シ
ス
テ
ム
等
に
関
す
る
理
解
と
紹
介
は
、
後

の
ド
イ
ツ
で
の
ア
メ
リ
カ
政
治
学
研
究
に
大
き
く
途
を
ひ
ら
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

三　

ア
メ
リ
カ
統
治
下
朝
鮮
に
お
け
る
フ
レ
ン
ケ
ル　

－

大
陸
法
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
狭
間
で

－

　

⑴　

軍
政
下
朝
鮮
の
フ
レ
ン
ケ
ル

　

一
九
四
五
年
八
月
、
日
本
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
占
領
体
制
が
始
ま
る
。
当
初
、
フ
レ
ン
ケ
ル
は
法
律
の
専

門
家
と
し
て
日
本
で
勤
務
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
直
前
で
行
き
先
が
朝
鮮
半
島
に
変
更
さ
れ
た）
₃₈
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
実
に
齢
四
七
歳

二
七
七
八
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役
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同
志
社
法
学　

六
四
巻
七
号�

七
五
三

に
し
て
、
ま
た
も
や
新
た
な
挑
戦
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
軍
政
下
の
朝
鮮
（
後
に
韓
国
）
に
お
い
て
、
フ
レ
ン
ケ
ル
は
ほ
ぼ
五
年
に
わ
た
っ
て
職
務
に
従
事
す
る
。
法
律
家
と
し
て
の
専

門
性
を
買
わ
れ
軍
政
庁
の
司
法
部
に
配
属
さ
れ
た
フ
レ
ン
ケ
ル
は
、
日
本
か
ら
の
解
放
後
に
惹
起
さ
れ
た
種
々
の
紛
争
に
対
し
て
、
法
的
な

見
地
か
ら
助
言
を
与
え
る
こ
と
を
主
た
る
任
務
（
リ
ー
ガ
ル
・
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
）
と
し
た
。
民
事
紛
争
か
ら
拘
留
の
是
非
を
問
う
も
の
、

さ
ら
に
は
行
政
権
限
に
関
す
る
も
の
な
ど
様
々
な
法
的
紛
争
に
対
し
て
、
一
年
間
で
実
に
一
〇
〇
件
を
超
え
る
﹁
意
見
書
﹂
を
執
筆
し
た
と

い
わ
れ
る
。
ま
た
同
時
に
、
朝
鮮
半
島
の
統
一
に
向
け
た
ロ
シ
ア
・
ア
メ
リ
カ
合
同
委
員
会
の
ア
メ
リ
カ
側
代
表
団
の
一
員
な
ど
も
務
め
て

い
た
。

　

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
通
常
の
業
務
に
加
え
て
、
フ
レ
ン
ケ
ル
は
制
憲
憲
法
の
制
定
過
程
や
そ
の
運
用
に
対
し
て
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
幾

ば
く
か
の
寄
与
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
₃₉
（

。
ま
た
、
ソ
ウ
ル
大
学
で
憲
法
及
び
国
際
法
に
関
す
る
講
演
等
を
行
う
な
ど
、
民
主
主
義

教
育
の
面
に
も
力
を
注
い
だ）
₄₀
（

。

　

大
韓
民
国
が
樹
立
さ
れ
た
後
も
、
引
き
続
き
同
地
に
留
ま
り
、
マ
ー
シ
ャ
ル
委
員
会
（E

conom
ic C

ooperation A
dm

inistration 

M
ission to K

orea, E
C

A

）
に
お
い
て
法
的
助
言
を
行
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
近
年
ド
イ
ツ
で
は
、
フ
レ
ン
ケ
ル
の
政
治
理
論
・
民
主
主
義
論
に
あ
ら
た
め
て
脚
光
が
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
先
述
し
た
通

り
で
あ
る
。
著
作
集
の
刊
行
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
散
逸
し
て
い
た
文
献
や
存
在
す
ら
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
資
料
に
光
が
当
て
ら
れ
た
こ
と

で
、
多
面
的
・
総
合
的
な
検
証
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
も
そ
の
一
因
で
あ
る
。
特
に
、
従
来
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
朝
鮮

で
の
軍
務
は
、
今
後
の
フ
レ
ン
ケ
ル
再
評
価
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
朝
鮮
半
島
の
解
放

か
ら
民
主
主
義
定
着
の
過
程
に
至
る
ま
で
を
つ
ぶ
さ
に
経
験
し
た
こ
と
は
、
フ
レ
ン
ケ
ル
の
民
主
主
義
理
論
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

二
七
七
九
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六
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五
四

韓
国
制
憲
憲
法
の
成
立
期
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
系
亡
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法
学
者
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と
は
い
え
、
フ
レ
ン
ケ
ル
の
朝
鮮
滞
在
期
の
資
料
は
い
ま
だ
に
乏
し
く
、
特
に
憲
法
制
定
過
程
へ
の
直
接
的
か
か
わ
り
を
示
す
も
の
は
何

ら
見
出
せ
な
い
。
筆
者
は
、
後
述
の
崔
鐘
庫
氏
が
言
及
す
る
﹁
数
冊
の
日
記
帳
﹂
に
関
心
を
抱
く
も
の
で
あ
る
が
、
目
下
の
と
こ
ろ
所
在
不

明
の
よ
う
で
あ
る）
₄₁
（

。

⑵　

制
憲
憲
法
お
よ
び
憲
法
附
属
法
規
の
制
定

①　

憲
法
草
案
へ
の
論
評

　

韓
国
制
憲
憲
法
の
起
草
に
、
フ
レ
ン
ケ
ル
は
い
か
な
る
程
度
寄
与
し
得
た
か
。
こ
れ
は
﹁
韓
国
憲
法
史
に
お
け
る
重
要
な
問
い
﹂）
₄₂
（

と
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
十
分
な
答
え
は
い
ま
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
。

　

こ
こ
で
は
、
ま
ず
韓
国
で
の
先
駆
的
研
究
で
あ
る
崔
鐘
庫
﹃
西
洋
法
受
容
史
﹄（
一
九
八
二
年
）
に
依
拠
し
な
が
ら
、
フ
レ
ン
ケ
ル
と
制

憲
憲
法
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
同
書
で
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
憲
法
草
案
委
員
会
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
兪
鎮
午
博
士
の
回

顧
談
に
依
拠
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
兪
博
士
の
一
九
五
三
年
の
論
説
と
一
九
八
一
年
に
行
わ
れ
た
兪
博
士
へ
の
聞
き
取
り
調
査
が
そ
れ

で
あ
る
。

　

前
者
（
一
九
五
三
年
の
論
説
）
の
な
か
に
は
、
憲
法
草
案
中
の
基
本
権
条
項
に
つ
い
て
、
フ
レ
ン
ケ
ル
と
意
見
を
交
わ
し
た
旨
の
記
述
が

あ
る
。
基
本
権
規
定
に
お
け
る
﹁
法
律
の
留
保
﹂
に
つ
い
て
、
フ
レ
ン
ケ
ル
は
人
権
保
障
の
見
地
か
ら
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

　
　

 　
﹁
当
時
ア
メ
リ
カ
軍
政
庁
の
法
律
顧
問
を
し
て
い
た
フ
レ
ン
ケ
ル
博
士
は
、
私
（
兪
鎮
午
博
士
）
に
﹃
あ
な
た
が
た
の
よ
う
に
、
国

会
に
そ
れ
ほ
ど
ま
で
大
き
な
権
限
を
与
え
て
、
も
し
国
会
が
基
本
権
を
全
く
認
め
な
い
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、

ど
う
す
る
つ
も
り
か
﹄
と
い
う
質
問
を
し
て
き
た
。
私
は
、﹃
仮
に
国
会
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
時
に
ア
メ
リ
カ
流

二
七
八
〇
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の
基
本
権
が
保
障
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
い
か
な
る
効
果
が
あ
ろ
う
か
﹄
と
答
え
る
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
。﹂）
₄₃
（

（
括
弧
内
は
筆
者
）

　

ま
た
後
者
（
一
九
八
一
年
）
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
兪
博
士
と
フ
レ
ン
ケ
ル
と
の
当
時
の
や
り
取
り
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

　
　

 　
﹁
兪
博
士
の
案
を
基
礎
に
し
て
で
き
た
憲
法
草
案
が
国
会
に
上
程
さ
れ
た
と
き
、
フ
レ
ン
ケ
ル
が
一
度
会
お
う
と
言
っ
て
き
て
、
徳

寿
宮
の
な
か
で
一
度
議
論
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
黄
聖
秀
氏
も
同
席
し
た
そ
の
場
で
、
フ
レ
ン
ケ
ル
は
兪
博
士
の
憲
法
草
案
の
趣
旨
に

つ
い
て
い
く
つ
か
質
問
し
た
が
、
兪
博
士
の
記
憶
に
も
っ
と
も
明
瞭
に
残
っ
て
い
る
の
は
経
済
に
関
す
る
条
項
で
あ
っ
た
。
草
案
第
八

七
条
に
﹃
対
外
貿
易
は
国
家
の
統
制
下
に
お
く
﹄
と
あ
る
が
、
そ
の
﹃
統
制
﹄
と
い
う
言
葉
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
れ
は
危
険
な

表
現
で
は
な
か
ろ
う
か
と
指
摘
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
兪
博
士
は
、
そ
れ
は
﹃
監
督
﹄
よ
り
は
強
く
﹃
管
理
﹄
よ
り
は
弱
い

概
念
だ
と
説
明
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。﹂）
₄₄
（

　

近
年
、
右
の
よ
う
な
兪
博
士
の
回
顧
談
の
内
容
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
な
、
フ
レ
ン
ケ
ル
自
身
の
手
に
な
る
覚
書
き
が
、
韓
国
人
研
究
者

に
よ
っ
て
﹁
発
見
﹂
）
₄₅
（

さ
れ
た
。
こ
の
覚
書
き
は
、
一
九
四
八
年
七
月
一
日
付
け
、
つ
ま
り
制
憲
国
会
の
第
一
読
会
で
草
案
審
議
が
な
さ
れ
た

翌
日
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

内
容
的
に
は
、
大
略
五
つ
の
事
項
に
つ
い
て
言
及
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
①
軍
政
庁
の
権
限
と
の
関
係
（
草
案
第
七
条
、
九
九
条
）、

②
議
員
の
資
格
審
査
及
び
除
名
（
草
案
第
四
四
条
）、
③
人
権
保
障
の
あ
り
方
全
般
（
草
案
第
二
章
）、
④
条
約
等
の
批
准
・
締
結
に
対
す
る

大
統
領
権
限
（
草
案
第
四
一
条
、
五
八
条
）、
⑤
結
社
・
団
体
形
成
の
自
由
と
法
律
の
留
保
（
草
案
第
一
三
条
、
一
八
条
）
で
あ
る
。

二
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こ
の
う
ち
、
先
の
兪
博
士
の
記
憶
と
共
通
す
る
の
は
、
最
後
の
⑤
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
特
に
労
働
者
の
﹁
組
合
を
結
成
す
る
権
利
﹂

を
挙
げ
な
が
ら
、
草
案
の
規
定
に
よ
れ
ば
﹁
労
働
者
は
た
だ
法
律
に
制
限
さ
れ
た
範
囲
内
で
の
み
、
組
合
を
結
成
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
﹂

こ
と
に
な
り
、
本
来
的
な
結
社
の
自
由
の
意
味
が
失
わ
れ
る
と
批
判
し
た）
₄₆
（

。
フ
レ
ン
ケ
ル
は
、
議
会
が
法
律
と
い
う
手
段
を
用
い
て
、
国
民

の
権
利
を
制
約
す
る
こ
と
に
強
い
懸
念
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

フ
レ
ン
ケ
ル
の
制
憲
憲
法
へ
の
関
わ
り
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
総
じ
て
﹁
実
際
に
彼
が
草
案
を
作
成
し
た
と
か
審

議
に
関
わ
っ
た
と
か
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
⋮
⋮　

一
法
律
家
と
し
て
非
公
式
か
つ
個
人
的
に
関
心
を
も
っ
た
﹂）
₄₇
（

に
と
ど
ま
る
と
い
っ
て

よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

先
述
の
覚
書
き
を
紹
介
し
た
崔
京
玉
教
授
も
、﹁
残
念
な
が
ら
、F

raenkel

の
よ
う
な
論
評
を
よ
く
理
解
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
国
会
法

や
憲
法
に
積
極
的
に
受
け
入
れ
た
な
ら
ば
、
も
っ
と
民
主
的
で
、
人
権
が
保
障
さ
れ
た
憲
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
﹂
の
で
は
な
い
か

と
述
べ
て
い
る
。

②　

制
憲
憲
法
制
定
以
後

　

制
憲
憲
法
の
制
定
過
程
で
の
貢
献
に
つ
い
て
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
運
用
面
等
に
ま
で
考
察
の
範
囲
を
拡
げ
て
み
る
と
、
制
憲

憲
法
に
対
す
る
当
時
の
フ
レ
ン
ケ
ル
の
考
え
が
推
察
で
き
る
。
上
記
、
覚
書
き
に
も
若
干
の
言
及
が
見
ら
れ
た
が
、
推
し
量
る
に
、
フ
レ
ン

ケ
ル
は
制
憲
憲
法
の
勘
所
で
あ
っ
た
大
統
領
制
に
対
し
て
当
初
よ
り
懸
念
を
抱
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
フ
レ
ン
ケ
ル
の
手
に
な
る
﹃
韓
国
制
憲
憲
法
の
改
正
案
に
対
す
る
法
的
分
析
﹄
）
₄₈
（

が
参
考
に
な
る
。
こ
れ
は
、
お
そ

ら
く
一
九
五
〇
年
一
月
二
八
日
に
韓
国
民
主
党
が
提
出
し
た
憲
法
改
正
案
を
念
頭
に
お
い
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
論
説
で

二
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は
、
大
統
領
の
地
位
や
権
限
に
つ
い
て
、
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
の
そ
れ
と
比
較
し
つ
つ
、
そ
の
時
点
で
俎
上
に
上
が
っ
て

い
た
憲
法
改
正
案
及
び
政
府
組
織
法
改
正
案
に
対
す
る
詳
細
な
分
析
を
試
み
て
い
る
。

　

フ
レ
ン
ケ
ル
は
、
ま
ず
考
察
の
手
始
め
に
、
制
憲
憲
法
の
大
統
領
制
に
関
す
る
一
般
的
な
記
述
を
行
う
と
と
も
に
、
草
案
の
段
階
で
は
む

し
ろ
議
院
内
閣
制
が
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
制
憲
憲
法
と
同
時
に
施
行
さ
れ
た
政
府
組
織
法
が
実
質
的
に
大
統
領
権
限
を
拡
大
さ

せ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
。
大
統
領
権
限
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、﹁
大
統
領
は
、
こ
の
国
の
す
べ
て
の
行
政
機
関
が
担
う
日
々

の
行
政
運
営
全
般
に
対
し
て
拒
否
権
（veto pow

er

）
を
行
使
す
る
こ
と
で
、
思
い
の
ま
ま
に
そ
れ
ら
に
干
渉
す
る
権
限
を
有
す
る
﹂）
₄₉
（

と
指

摘
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
政
府
組
織
法
が
各
行
政
庁
の
管
轄
を
定
め
て
い
る
も
の
の
、
制
憲
憲
法
で
は
重
要
政
策
に
つ
い
て
国
務
会
議
の
決
定
に
従
う
こ
と

を
各
大
臣
に
義
務
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
結
果
と
し
て
国
務
会
議
（State C

ouncil

）
の
長
で
あ
る
大
統
領
の
意
向
に
逆
ら
え
な
い
構
図

と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
言
及
す
る
。
さ
ら
に
大
統
領
は
、政
策
案
件
に
つ
い
て
私
的
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
問
題
を
諮
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
が
、

そ
れ
ら
が
常
態
化
す
れ
ば
、
む
し
ろ
政
府
権
限
の
要
は
大
統
領
を
中
心
と
し
た
そ
れ
ら
一
団
に
移
行
し
て
し
ま
う
。
だ
と
す
る
と
、
韓
国
で

は
﹁
大
統
領
の
私
設
顧
問
団
が
、憲
法
上
明
記
さ
れ
た
は
ず
の
国
務
会
議
の
存
在
を
薄
い
も
の
に
さ
せ
る
こ
と
は
必
定
﹂
）
₅₀
（

だ
と
案
じ
て
い
る
。

そ
の
他
に
も
、
大
統
領
の
行
政
人
事
権
の
掌
握
、
主
務
大
臣
に
よ
る
副
署
の
形
骸
化
な
ど
、
大
統
領
の
強
い
権
限
に
関
す
る
問
題
点
を
幾
つ

か
指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
の
上
で
、
次
に
フ
レ
ン
ケ
ル
は
現
下
の
憲
法
改
正
案
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く
。
改
正
案
は
、
大
統
領
の
独
裁
化
傾
向
に
歯
止
め

を
か
け
る
た
め
に
、
野
党
側
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
改
正
案
は
総
じ
て
大
統
領
権
限
を
弱
体
化
さ
せ
る
内
容
と

な
っ
て
お
り
、
例
え
ば
国
務
会
議
の
運
営
を
国
務
総
理
主
導
に
改
め
る
、
大
統
領
拒
否
権
を
制
限
す
る
、
人
事
権
を
廃
止
す
る
、
大
統
領
に

か
わ
り
国
務
会
議
が
司
令
官
の
任
命
は
じ
め
軍
を
統
制
す
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二
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こ
れ
ら
改
正
案
は
多
く
の
点
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
院
内
閣
制
に
範
を
仰
い
で
い
る
が
、
政
党
政
治
の
伝
統
も
国
民
の
政
治
意
識
も
大
き
く

異
な
る
な
か
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
政
権
運
営
が
で
き
る
の
か
。
フ
レ
ン
ケ
ル
な
ら
ず
と
も
疑
問
が
呈
さ
れ
よ
う
。
憲
法
改
正
が
実
現
す

れ
ば
、
即
座
に
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
議
院
内
閣
制
が
生
ま
れ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
現
下
の
韓
国
の
大
統
領
制
が
即
座
に
ア

メ
リ
カ
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
と
決
め
て
か
か
る
の
と
同
じ
く
ら
い
誤
解
を
招
く
も
の
で
あ
る
、
と
フ
レ
ン
ケ
ル
は
言
い
放
つ
。
そ
し
て
、

議
会
主
義
の
伝
統
や
市
民
の
政
治
的
素
養
、
成
熟
し
た
政
党
制
度
を
も
た
な
い
﹁
こ
の
国
︹
韓
国
︺
で
は
、
憲
法
改
正
案
の
採
択
が
不
安
定

な
政
府
と
い
う
帰
結
を
導
く
で
あ
ろ
う
﹂
と
喝
破
す
る
。
そ
の
上
で
、﹁
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
歴
史
が
教
え
る
の
は
、
専
断
主
義
体
制
の

脅
威
を
減
ず
る
こ
と
の
で
き
な
い
無
益
な
議
会
制
度
は
、
大
統
領
独
裁
の
確
立
に
道
を
開
く
こ
と
で
あ
る
﹂
と
、
半
ば
自
戒
の
念
を
こ
め
つ

つ
中
間
総
括
を
行
っ
て
い
る）
₅₁
（

。

　

で
は
、
現
状
を
そ
の
ま
ま
追
認
す
べ
き
な
の
か
。
そ
こ
で
フ
レ
ン
ケ
ル
が
提
案
す
る
の
は
、
政
府
組
織
法
の
改
正
で
あ
る
。
同
法
の
適
切

な
改
正
及
び
解
釈
を
通
し
て
、
憲
法
改
正
を
伴
う
こ
と
な
く
、
大
統
領
の
国
事
行
為
に
か
か
わ
る
広
範
な
権
限
を
制
約
し
よ
う
と
い
う
の
で

あ
る
。

　

例
え
ば
改
正
法
に
よ
れ
ば
、
大
統
領
が
有
す
る
政
府
高
官
の
任
免
権
は
、
国
務
会
議
の
多
数
決
に
よ
る
決
定
と
国
務
総
理
・
国
務
大
臣
の

副
署
に
拠
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
任
免
権
が
﹁
法
律
﹂
で
制
約
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、﹁
国
務
総
理
を
解
任
す
る
場
合
に
、
国
会
が

新
し
い
国
務
総
理
の
任
命
を
承
認
す
る
ま
で
、
前
任
者
が
職
務
を
果
た
す
旨
、
改
正
法
で
規
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
﹂）
₅₂
（

と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
、
政
治
の
空
白
を
生
み
出
さ
な
い
仕
組
み
へ
の
フ
レ
ン
ケ
ル
の
強
い
意
思
を
見
て
取
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
大
統
領
を
補
佐
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
人
事
権
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
憲
法
は
何
ら
明
記
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
何
ら
か
の
制
約
を
課

す
と
す
れ
ば
、
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
国
務
総
理
の
推
薦
等
を
要
件
と
す
る
こ
と
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
と
フ
レ
ン
ケ
ル
は
指
摘
し
つ
つ
、
し
か

し
﹁
国
務
会
議
の
権
限
を
事
実
上
上
回
る
、
現
下
の
非
公
式
な
大
統
領
の
私
的
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
影
響
力
を
取
り
除
く
に
は
、︹
む
し
ろ
︺

二
七
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政
府
組
織
法
の
改
正
こ
そ
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
﹂
と
論
評
し
て
い
る）
₅₃
（

。

　

こ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
、﹁
権
限
の
分
割
と
い
う
精
神
に
則
し
、
チ
ェ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン
ス
の
原
則
に
よ
っ
て
生
命
を
吹
き
込

ま
れ
た
政
府
組
織
法
の
改
正
が
実
現
さ
れ
る
な
ら
、
現
行
の
制
憲
憲
法
の
規
定
が
、
今
国
会
で
揉
め
て
い
る
改
正
案
の
賛
同
者
、
反
対
論
者

の
双
方
に
と
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
十
分
満
足
い
く
内
容
で
あ
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
﹂
と
結
論
づ
け
る）
₅₄
（

。

　

こ
う
し
た
論
評
か
ら
も
、フ
レ
ン
ケ
ル
が
大
統
領
を
中
心
と
し
た
政
府
形
態
の
あ
り
方
に
強
い
関
心
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

フ
レ
ン
ケ
ル
に
と
っ
て
は
、
韓
国
の
現
状
を
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
政
治
状
況
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
に

と
っ
て
は
、
と
り
わ
け
政
治
の
安
定
と
国
会
に
よ
る
適
切
な
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
仕
組
み
を
、
い
か
に
韓
国
に
根
付
か
せ
る
か
が
最
大

の
関
心
事
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

以
上
、
本
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
制
憲
憲
法
の
制
定
に
フ
レ
ン
ケ
ル
が
直
接
関
わ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
し
て
も
、
第
一
に
そ
れ
に
つ

い
て
の
批
評
等
を
通
し
て
制
憲
憲
法
の
意
義
と
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
第
二
に
、
様
々
に
惹
起
さ
れ
て
い
る
私
的
紛
争
や

社
会
問
題
に
つ
い
て
韓
国
の
伝
統
的
思
考
に
も
配
慮
し
つ
つ
法
的
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
等
に
よ
り
、
概
し
て
韓
国
社
会
に
お
け
る
立

憲
政
治
確
立
の
道
筋
を
つ
け
た
と
評
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

　

あ
わ
せ
て
、
韓
国
制
憲
憲
法
の
﹁
は
じ
め
て
の
﹂）
₅₅
（

英
訳
に
携
わ
る
な
ど
、
第
二
次
大
戦
後
の
韓
国
の
民
主
化
の
取
組
み
や
、
韓
国
が
置
か

れ
た
状
況
を
彼
の
幅
広
い
人
的
交
流
を
通
し
て
ひ
ろ
く
世
界
に
知
ら
し
め
た
点
は
決
し
て
過
小
評
価
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
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憲
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四　

ア
メ
リ
カ
占
領
体
制
と
ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
法
学
者

　

⑴　

二
人
の
亡
命
法
学
者

　

前
章
で
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
下
朝
鮮
に
お
け
る
憲
法
及
び
附
属
法
制
定
過
程
の
一
諸
相
を
、
フ
レ
ン
ケ
ル
と
い
う
ひ
と
り
の
人
物
に
着
目

し
つ
つ
垣
間
見
て
き
た
。
占
領
下
朝
鮮
で
復
興
に
携
わ
っ
た
者
の
な
か
に
は
、
様
々
な
経
歴
を
有
す
る
人
物
が
い
た
が
、
先
ず
も
っ
て
、
ユ

ダ
ヤ
系
亡
命
法
学
者
で
あ
る
フ
レ
ン
ケ
ル
の
経
歴
の
特
殊
性
が
際
だ
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ひ
と
た
び
占
領
下
の
日
本
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
ま
さ
し
く
フ
レ
ン
ケ
ル
と
類
似
し
た
経
歴
を
も
つ
人
物
が
い
た
こ
と
に
気
付

か
さ
れ
る
。
フ
レ
ン
ケ
ル
と
同
様
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
法
律
家
と
し
て
活
躍
し
、
ナ
チ
ス
の
迫
害
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
、
数
々
の
苦

難
を
乗
り
越
え
て
、
占
領
下
日
本
の
戦
後
復
興
に
携
わ
っ
た
人
物
、
そ
れ
が
Ａ
・
オ
プ
ラ
ー
（A

lfred C
. O

ppler

）
で
あ
る
。
オ
プ
ラ
ー

は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
後
日
本
の
法
制
改
革
に
多
大
な
貢
献
を
行
っ
た
人
物
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
裁
判
所
法
の
立

案
作
業
に
深
く
か
か
わ
り
、
戦
後
わ
が
国
の
司
法
制
度
の
基
盤
を
築
い
た
と
評
さ
れ
る
。

　

彼
ら
の
よ
う
な
亡
命
法
学
者
が
占
領
体
制
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
占
領
下
の
憲
法
及
び
附
属
法
制
定
過
程
に
対

す
る
日
本
・
韓
国
比
較
の
た
め
の
一
つ
の
視
座
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
し
あ
た
り
、
こ
こ
で
は
フ
レ
ン
ケ
ル
と

オ
プ
ラ
ー
、
両
者
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
学
問
的
態
度
や
法
制
改
革
に
対
す
る
姿
勢
な
ど
を
中
心
に
、
そ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試

み
た
い）
₅₆
（

。

①　

Ａ
・
オ
プ
ラ
ー
（A

lfred. C
. O

ppler, 1893

－1982

）

　

オ
プ
ラ
ー
の
経
歴
に
つ
い
て
も
簡
単
に
確
認
し
て
お
く）
₅₇
（

。
オ
プ
ラ
ー
は
当
時
ド
イ
ツ
領
で
あ
っ
た
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
の
地
で
生
ま
れ

二
七
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一

た
。
ド
イ
ツ
各
地
の
大
学
で
法
律
を
学
び
、
国
家
試
験
に
合
格
し
た
。
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
誕
生
を
支
持
し
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
と
も
っ

と
も
親
和
性
の
あ
る
ド
イ
ツ
民
主
党
に
入
党
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
大
蔵
省
の
法
律
顧
問
や
裁
判
官
と
し
て
活
躍
し
、
三
八
歳
で
最
高
行
政

裁
判
所
の
陪
席
判
事
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ユ
ダ
ヤ
系
の
出
自
で
あ
っ
た
た
め
に
一
九
三
九
年
に
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
ア

メ
リ
カ
に
渡
っ
た
オ
プ
ラ
ー
は
、
苦
労
の
末
、
幸
運
に
も
フ
レ
ン
ケ
ル
と
同
じ
く
﹁
専
門
職
職
員
の
た
め
の
研
究
助
成
委
員
会
（A

m
erican 

C
om

m
ittee for the G

uidance of P
rofessional P

ersonnel

）﹂
の
奨
学
金
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
で

研
究
助
手
等
の
職
に
就
く
。
一
九
四
四
年
に
は
、
フ
レ
ン
ケ
ル
も
勤
務
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
の
対
外
経
済
局
（
Ｆ
Ｅ
Ａ
）
に
移
り
、
そ
こ
で
戦

争
後
の
占
領
政
策
等
に
対
す
る
研
究
に
従
事
し
た
。

　

第
二
次
大
戦
が
終
結
し
て
ま
も
な
く
、
オ
プ
ラ
ー
に
対
し
て
日
本
で
の
勤
務
が
打
診
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
つ
い
て
、
彼
の
上
司
で
あ
っ

た
ケ
イ
デ
ィ
ス
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。﹁
日
本
の
法
制
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
系
な
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
法
制
改
革
の
た
め
に

Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
は
大
陸
法
の
専
門
家
が
必
要
だ
と
早
い
時
期
か
ら
意
識
し
て
﹂
い
た
の
で
、﹁
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
の
陸
軍
省
に
電
報
を
書
い
て
、

民
間
人
の
人
事
部
局
で
、
大
陸
法
に
造
詣
の
深
い
民
間
人
を
雇
っ
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
赴
任
さ
せ
て
欲
し
い
と
要
請
し
た
﹂
と
の
こ
と
で
あ
る）
₅₈
（

。

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
オ
プ
ラ
ー
で
あ
る
が
、
彼
の
法
律
家
と
し
て
の
専
門
性
の
高
さ
と
そ
の
仕
事
ぶ
り
、
ま
た
そ
の
温
厚

な
人
柄
に
よ
っ
て
、
占
領
す
る
側
か
ら
も
さ
れ
る
側
か
ら
も
高
い
信
頼
を
得
て
い
た
。
交
友
関
係
も
ひ
ろ
か
っ
た
よ
う
で
あ
る）
₅₉
（

。
そ
の
著
書

﹃
占
領
下
日
本
の
法
制
改
革
（L

egal R
eform

 in O
ccupied Japan

）﹄（
一
九
七
六
年
）
）
₆₀
（

は
、
特
に
戦
後
の
司
法
改
革
の
様
相
を
克
明
に
記

し
た
資
料
と
し
て
有
用
で
あ
る
と
同
時
に
、
多
く
の
日
本
人
識
者
と
の
交
流
の
記
録
と
し
て
も
た
い
へ
ん
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

②　

二
人
の
接
点
？

　

オ
プ
ラ
ー
の
経
歴
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
フ
レ
ン
ケ
ル
の
そ
れ
と
多
く
の
部
分
で
共
通
す
る
点
が
見
て
取
れ
る
。
例
え
ば
、
ユ
ダ
ヤ
系

二
七
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の
出
自
で
あ
っ
た
こ
と
、
ワ
イ
マ
ー
ル
体
制
を
擁
護
し
た
こ
と
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
か
ら
ナ
チ
ス
体
制
下
に
お
い
て
も
法
律
家
と
し
て
実
務

に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
ナ
チ
ス
に
よ
る
迫
害
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
亡
命
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
渡
米
後
に
は
、
同
じ
奨
学

金
を
得
て
い
る
。
こ
の
両
者
が
、
国
は
違
え
ど
と
も
に
極
東
ア
ジ
ア
と
い
う
異
国
の
地
で
、
司
法
・
法
制
面
か
ら
、
両
国
の
戦
後
の
民
主
化

作
業
に
深
く
か
か
わ
っ
た
こ
と
は
何
か
の
巡
り
合
わ
せ
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
二
人
の
間
に
交
友
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
レ
ン
ケ
ル
自
ら
の
言
及
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
オ
プ
ラ
ー
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
、
二
人
は
﹁
古
い
友
人
﹂
で
あ
り
﹁
ワ
シ
ン
ト
ン
時
代
の
同
僚
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
以
上
に
二
人
の
関
係
を

示
す
記
述
は
見
出
せ
な
い
。

　

例
え
ば
、
極
東
ア
ジ
ア
で
そ
れ
ぞ
れ
職
務
に
従
事
し
て
い
た
際
、
お
互
い
に
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
た
の
か
、
日
本
や
韓
国
の
法
シ
ス
テ

ム
に
対
し
て
議
論
を
交
わ
し
た
の
か
等
、
様
々
な
興
味
を
か
き
立
て
て
く
れ
る
が
、
そ
の
あ
た
り
を
う
か
が
い
知
る
資
料
は
現
時
点
で
は
不

明
で
あ
る
。

　

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
朝
鮮
戦
争
勃
発
を
う
け
て
、
フ
レ
ン
ケ
ル
は
急
遽
日
本
に
避
難
し
、
そ
こ
で
半
年
あ
ま
り
引
き
続
き
職
務

に
従
事
し
て
い
た）
₆₁
（

。
だ
と
す
れ
ば
、
オ
プ
ラ
ー
と
日
本
で
直
に
合
う
機
会
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
も
含
め
て
、
現
時
点

で
は
当
時
の
二
人
の
交
友
関
係
を
つ
な
ぐ
手
掛
か
り
は
何
ら
見
出
せ
な
い
。

　

と
は
い
え
、
二
人
は
お
互
い
に
何
ら
か
の
連
絡
を
と
り
あ
っ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
オ
プ
ラ
ー
の
著
書

に
は
、
法
律
に
詳
し
い
二
人
の
軍
人
が
、
朝
鮮
か
ら
日
本
の
法
制
司
法
課
に
移
っ
て
き
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
彼
ら
は
フ
レ
ン
ケ
ル
か

ら
日
本
で
法
律
家
を
求
め
て
い
る
と
い
う
話
を
き
い
た
と
い
う）
₆₂
（

。
ま
た
民
政
局
内
に
は
朝
鮮
課
が
お
か
れ
、オ
プ
ラ
ー
の
同
僚
で
あ
っ
た
Ｊ
・

ネ
ピ
ア
（J. N

apier

）
は
、
職
務
と
し
て
数
回
に
わ
た
り
ソ
ウ
ル
を
訪
れ
、﹁
李
承
晩
の
身
の
廻
り
の
世
話
﹂
を
し
て
い
る）
₆₃
（

。
さ
ら
に
、
す

で
に
フ
レ
ン
ケ
ル
が
ド
イ
ツ
に
帰
国
し
た
後
で
は
あ
る
が
、
オ
プ
ラ
ー
は
統
合
参
謀
第
五
部
の
一
員
と
し
て
、
朝
鮮
問
題
を
担
当
す
る
こ
と

二
七
八
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に
な
る
。
オ
プ
ラ
ー
は
﹁︹
韓
国
の
︺
憲
法
の
発
展
、
政
府
の
政
策
、
党
の
政
策
及
び
反
対
運
動
を
観
察
・
分
析
﹂
し
、
一
九
五
二
年
五
月

に
は
調
査
の
た
め
に
韓
国
を
訪
れ
て
い
る）
₆₄
（

。
李
承
晩
と
彼
の
政
治
手
法
に
対
す
る
き
め
細
や
か
な
分
析
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
筋
に
詳
し
い

人
物
か
ら
何
ら
か
の
情
報
を
得
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

⑵　

占
領
下
の
憲
法
及
び
附
属
法
制
定
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
法
学
者
の
役
割

①　

橋
渡
し
役
と
し
て
の
亡
命
法
学
者

　

フ
レ
ン
ケ
ル
と
オ
プ
ラ
ー
は
、
と
も
に
大
陸
法
系
の
国
で
そ
れ
ぞ
れ
法
的
思
考
を
育
み
、
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
へ
の
亡
命
と
い
う
特
殊
な
事

情
に
よ
っ
て
、
否
応
な
く
英
米
法
的
思
考
に
接
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
両
法
体
系
の
相
違
や
利
点
及
び
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
、
多
く
の
障
害

と
困
難
を
乗
り
越
え
て
や
っ
と
そ
れ
ら
を
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

日
々
の
職
務
の
な
か
で
、両
者
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
は
次
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。
オ
プ
ラ
ー
は
自
著
の
な
か
で
、性
急
な
ア
ン
グ
ロ
・

サ
ク
ソ
ン
法
的
概
念
を
日
本
に
持
ち
込
む
こ
と
に
繰
り
返
し
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。﹁
大
陸
法
と
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
法
双
方
の
長
所

の
組
み
合
わ
せ
﹂﹁
ア
メ
リ
カ
の
制
度
と
日
本
の
制
度
の
﹃
統
合
﹄﹂
と
い
っ
た
表
現
は
、
彼
が
好
ん
で
用
い
た
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。

　

他
方
、
同
様
の
認
識
を
フ
レ
ン
ケ
ル
も
有
し
て
い
た
。
彼
が
著
名
な
法
哲
学
者
Ｇ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
（G

. R
adbruch

）
に
宛
て
た
書
簡

に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。﹁
大
陸
法
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
両
法
体
系
に
学
ん
だ
も
の
と
し
て
、
私
に
は
、
朝
鮮
の
法
律
家
に

ア
メ
リ
カ
の
占
領
法
規
を
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
人
に
は
朝
鮮
（
つ
ま
り
ド
イ
ツ
法
系
）
固
有
の
法
を
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
す
る
責
務
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
﹂）
₆₅
（

。

　

こ
の
よ
う
な
両
者
の
基
本
姿
勢
は
、
大
陸
法
的
な
伝
統
が
色
濃
く
残
る
日
本
と
韓
国
が
、
ア
メ
リ
カ
の
法
制
度
を
受
容
し
て
い
く
に
あ
た

っ
て
、
ま
さ
し
く
好
都
合
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

二
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②　

ワ
イ
マ
ー
ル
の
教
訓

　

オ
プ
ラ
ー
と
フ
レ
ン
ケ
ル
は
、
そ
れ
ぞ
れ
日
本
そ
し
て
韓
国
の
憲
法
制
定
に
直
接
的
に
携
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。﹁︹
憲
法
の
制
定
と
い

う
︺
こ
の
冒
険
的
で
驚
く
べ
き
仕
事
﹂
）
₆₆
（

に
就
く
に
は
、
双
方
と
も
配
属
先
へ
の
着
任
が
少
し
ば
か
り
遅
す
ぎ
た
。
と
は
い
え
、
両
者
と
も
に
、

極
東
の
地
に
お
け
る
戦
後
の
復
興
・
民
主
化
に
熱
意
を
み
せ
、
特
に
そ
の
象
徴
で
あ
る
憲
法
の
制
定
及
び
運
用
に
つ
い
て
は
並
々
な
ら
ぬ
関

心
を
示
し
た
。
母
国
ド
イ
ツ
の
そ
れ
に
重
ね
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

後
年
、
フ
レ
ン
ケ
ル
は
﹁︹
日
本
か
ら
の
解
放
を
経
て
新
国
家
の
樹
立
、
そ
し
て
南
北
の
分
断
と
い
っ
た
韓
国
政
治
の
展
開
に
︺
母
国
ド

イ
ツ
で
起
こ
っ
て
い
る
動
き
を
い
つ
も
対
照
さ
せ
て
い
た
﹂
と
述
懐
し
て
い
る）
₆₇
（

。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
政
権
奪
取
を
防

ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
体
制
の
教
訓
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
。
ド
イ
ツ
憲
法
史
の
苦
い
教
訓
と
し
て
、
い
か
に
憲

法
を
機
能
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
フ
レ
ン
ケ
ル
に
と
っ
て
本
質
的
か
つ
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。
憲
法
が
機
能
す
る
に
は
、
成
熟
し

た
国
民
の
政
治
意
識
が
不
可
欠
で
あ
る
。
フ
レ
ン
ケ
ル
は
、﹁
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
で
は
、
民
主
的
な
憲
法
秩
序
を
そ
の
敵
対
者
か
ら
守
り

抜
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
ド
イ
ツ
国
民
の
政
治
意
識
の
な
か
に
憲
法
の
基
本
原
理
を
し
っ
か
り
と
根
づ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
﹂）
₆₈
（

と
し
て
、
憲
法
規
範
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
支
え
る
国
民
の
政
治
意
識
の
側
に
も
問
題
が
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

　

同
じ
く
、
オ
プ
ラ
ー
も
﹁
ナ
チ
体
制
下
で
の
経
験
は
、
立
法
府
や
行
政
府
の
不
法
か
つ
専
断
的
な
行
為
か
ら
個
人
を
保
護
す
る
こ
と
﹂
の

重
要
性
を
、
自
ら
に
確
信
さ
せ
る
に
至
っ
た
と
述
べ
る）
₆₉
（

。
そ
の
意
味
で
、
個
人
の
権
利
救
済
の
砦
と
し
て
日
本
国
憲
法
に
新
た
に
司
法
審
査

制
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
は
、
オ
プ
ラ
ー
の
経
験
か
ら
す
る
と
必
然
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
た
う
え
で
﹁
日
本
人
が
新
憲
法
の

諸
原
理
を
実
現
す
る
こ
と
﹂）
₇₀
（

に
貢
献
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
通
り
、
ア
メ
リ
カ
の
占
領
統
治
体
制
に
お
い
て
、
な
か
ん
ず
く
憲
法
及
び
附
属
法
の
運
用
過
程
に
お
い
て
も
、
ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
法

学
者
の
存
在
は
決
し
て
看
過
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
占
領
す
る
側
・
さ
れ
る
側
双
方
を
つ
な
ぐ
架
け
橋
と
し
て
の
役
割
を
忠

二
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実
に
果
た
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

た
し
か
に
、
両
者
の
役
割
に
つ
い
て
過
大
評
価
す
る
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
彼
ら
の
存
在
こ
そ
﹁
占
領
期
法
制

改
革
に
お
い
て
は
、
占
領
者
・
被
占
領
者
の
双
方
に
と
っ
て
幸
運
な
こ
と
で
あ
っ
た
﹂）
₇₁
（

と
い
え
よ
う
。

　

か
つ
て
長
尾
龍
一
教
授
は
、
暗
黙
の
時
代
に
民
主
制
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、
戦
後
に
活
躍
し
た
オ
プ

ラ
ー
ら
ワ
イ
マ
ー
ル
知
識
人
（
ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
法
律
家
・
法
学
者
）
の
姿
を
印
象
深
く
素
描
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
生
涯
は
﹁
ワ
イ

マ
ー
ル
共
和
国
と
い
う
難
船
か
ら
、
民
主
主
義
の
旗
を
固
守
し
て
浮
か
び
上
が
り
、
地
球
の
裏
側
で
、
別
の
難
船
の
補
修
の
助
力
を
し
た
物

語
で
あ
る
﹂）
₇₂
（

。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
フ
レ
ン
ケ
ル
に
も
そ
れ
は
当
て
は
ま
る
。﹁
補
修
﹂
さ
れ
た
船
が
、
は
た
し
て
安
全
に
航
行
を
続
け
て
い

る
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
は
ま
た
別
の
大
き
な
物
語
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

第
二
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
占
領
政
策
を
検
証
す
る
に
あ
た
り
、
日
本
と
朝
鮮
半
島
、
さ
ら
に
は
ド
イ
ツ
等
を
含
め
た
、
占
領
政

策
に
対
す
る
﹁
横
断
的
比
較
研
究
﹂
の
必
要
性
が
か
ね
て
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る）
₇₃
（

。

　

こ
の
こ
と
は
、
憲
法
制
定
過
程
の
状
況
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
特
に
、
日
本
と
韓
国
は
ア
メ
リ
カ
の
占
領
統
治
の
も
と
、
英
米
法
的

思
考
の
影
響
を
強
く
受
け
な
が
ら
、
と
も
に
戦
後
の
復
興
に
向
け
て
力
を
尽
く
し
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
復
興
の
基
盤
と
な
っ
た
の
が
法

律
で
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
﹁
最
高
法
規
﹂
と
し
て
の
憲
法
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
と
韓
国
の
憲
法
制
定
過
程
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
占
領
統
治
の
意
図
や
当
時
の
国
際
情
勢
等
に
照
ら
し
合
わ
せ
な

が
ら
、
詳
細
に
比
較
・
検
証
し
た
研
究
は
管
見
の
か
ぎ
り
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い）
₇₄
（

。
本
稿
で
は
、
一
人
の
ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
法
学
者
に
焦
点
を

二
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あ
て
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
占
領
下
朝
鮮
の
制
憲
憲
法
を
め
ぐ
る
一
諸
相
を
素
描
し
よ
う
と
試
み
た
。

　

良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
二
〇
世
紀
は
﹁
憲
法
の
世
紀
﹂
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
﹁
地
球
の
す
み
ず
み
ま
で
憲
法
が
行
き
渡

っ
た
の
は
、
今
世
紀
の
現
象
で
あ
﹂
り
、
権
力
制
限
規
範
と
し
て
の
憲
法
の
意
義
は
、
今
日
あ
ら
た
め
て
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
か
の
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
は
と
言
え
ば
、
権
力
の
濫
用
と
と
も
に
数
々
の
人
権
侵
害
の
実
態
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
紛
う
方
な
き
事
実

で
あ
る
。﹁
憲
法
を
い
か
に
し
て
機
能
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
程
ま
で
に
憲
法
が
世
界
に
広
ま
っ
た
今
日
に
お
け
る
最
大
の
現
代

的
課
題
﹂
だ
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る）
₇₅
（

。

　

第
二
次
大
戦
後
、
新
た
な
憲
法
の
制
定
に
携
わ
っ
た
人
び
と
は
、
様
々
な
政
治
的
理
由
や
思
惑
が
絡
ん
で
い
た
と
は
い
え
、
少
な
か
ら
ず

憲
法
を
い
か
に
機
能
さ
せ
る
か
に
意
を
注
い
だ
。
そ
の
際
に
は
、
そ
の
国
の
法
文
化
、
伝
統
的
思
考
と
の
整
合
性
、
あ
る
い
は
制
度
的
経
験

の
有
無
な
ど
も
考
慮
事
項
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
フ
レ
ン
ケ
ル
ら
亡
命
法
学
者
が
、
い
か
な
る
理
念

に
基
づ
き
い
か
な
る
手
段
で
も
っ
て
、
日
本
及
び
韓
国
の
伝
統
的
法
思
考
に
ア
メ
リ
カ
型
法
シ
ス
テ
ム
を
接
ぎ
木
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
さ

ら
に
彼
ら
の
試
み
が
、
具
体
的
な
制
度
モ
デ
ル
の
場
面
で
ど
の
程
度
実
際
に
機
能
し
た
の
か
、
な
ぜ
他
の
制
度
モ
デ
ル
を
採
用
し
な
か
っ
た

の
か
等
、
あ
ら
た
め
て
丹
念
に
検
証
さ
れ
る
べ
き
課
題
は
少
な
く
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
し
あ
た
り
本
小
論
は
、
ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
法

学
者
と
い
う
﹁
激
動
の
時
代
の
生
き
証
人
﹂
に
着
目
し
、
ア
メ
リ
カ
占
領
下
の
両
国
の
憲
法
制
定
過
程
を
比
較
検
証
す
る
視
座
を
構
築
し
よ

う
と
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
。

（
1
）　

こ
の
よ
う
な
疑
問
に
つ
い
て
、
金
哲
洙
教
授
も
、﹁
日
韓
軍
政
司
令
部
の
意
図
が
違
っ
た
理
由
は
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
金
哲
洙
﹁
外
国
憲
法
が

韓
国
憲
法
に
及
ぼ
し
た
影
響
﹂
自
治
研
究
六
三
巻
二
号
（
一
九
八
七
年
）
一
一
二
頁
。

（
2
）　

杉
原
泰
雄
﹁
ア
ジ
ア
諸
国
法
の
研
究
・
教
育
を
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
二
九
号
（
一
九
九
〇
）
一
八
頁
。
本
号
で
は
、﹁
い
ま
韓
国
法
を
学
ぶ
﹂
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
。

（
3
）　

石
田
憲
﹃
敗
戦
か
ら
憲
法
へ
﹄（
二
〇
〇
九
年
、
岩
波
書
店
）
一
〇
頁
以
下
は
、﹁
ほ
ぼ
同
時
期
に
並
行
し
て
体
制
変
革
を
迫
ら
れ
た
国
々
と
比
較
で
き
れ
ば
、
従
来
の
憲
法

二
七
九
二
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論
と
は
異
な
る
側
面
に
光
を
当
て
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
﹂
と
述
べ
る
。
筆
者
も
同
様
の
認
識
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

（
4
）　

現
在
に
至
る
韓
国
憲
法
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
金
哲
洙
﹃
韓
国
憲
法
の
五
〇
年
﹄（
一
九
九
八
、
敬
文
堂
）
一
一
頁
以
下
を
挙
げ
て
お
く
。
な
お
、
現
在
の

韓
国
は
一
般
に
第
六
共
和
国
と
呼
ば
れ
る
。
近
時
、
こ
の
よ
う
な
時
代
区
分
に
対
し
て
異
論
も
み
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
従
来
通
り
の
区
分
基
準
に
従
う
。
な
お
、
粗
っ
ぽ
い

も
の
で
は
あ
る
が
、
拙
稿
﹁
韓
国
憲
法
略
年
表
﹂﹃
ジ
ュ
リ
ス
コ
ン
サ
ル
タ
ス
﹄
一
四
号
（
二
〇
〇
四
）
四
九
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）　

ソ
ウ
ル
大
学
校
の
金
哲
洙
教
授
も
、
こ
の
よ
う
な
目
ま
ぐ
る
し
い
韓
国
統
治
機
構
の
変
遷
は
、﹁
逆
説
的
に
比
較
憲
法
の
宝
庫
﹂
で
あ
る
と
述
べ
る
。
金
哲
洙
・
前
掲
書
、

ⅰ
頁
。

（
6
）　

尹
龍
澤
﹁
大
韓
民
国
憲
法
の
概
要
﹂
衆
議
院
憲
法
調
査
会
事
務
局
﹃
大
韓
民
国
憲
法
﹄
衆
憲
資
第
一
八
号
（
二
〇
〇
三
）
二
九
頁
。

（
7
）　

ブ
ル
ー
ス
・
カ
ミ
ン
グ
ス
（
横
田
安
司
ほ
か
訳
）﹃
現
代
朝
鮮
の
歴
史
﹄（
二
〇
〇
三
、
明
石
書
店
）
三
〇
一
頁
以
下
で
は
、
そ
の
時
期
の
様
子
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
8
）　

こ
の
あ
た
り
の
状
況
に
つ
い
て
、
李
景
珉
﹃
増
補　

朝
鮮
現
代
史
の
岐
路
﹄（
二
〇
〇
三
、
平
凡
社
）
が
詳
し
い
。
以
下
、
歴
史
的
な
記
述
の
多
く
は
同
書
に
依
拠
し
た
。

ま
た
、
両
国
の
占
領
政
策
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
南
基
正
﹁
朝
鮮
﹃
解
放
三
年
史
﹄
と
日
本
占
領
﹂
中
村
政
則
ほ
か
編
﹃
世
界
史
の
な
か
の
一
九
四
五
年
﹄（
二
〇
〇
五
、
岩

波
書
店
）
二
〇
三
頁
以
下
。

（
9
）　

孔
義
植
ほ
か
編
﹃
韓
国
現
代
政
治
入
門
﹄（
二
〇
〇
五
、
芦
書
房
）
一
三
頁
（
鄭
俊
坤
執
筆
）。

（
10
）　

武
田
幸
男
編
﹃
朝
鮮
史
﹄（
二
〇
〇
〇
、
山
川
出
版
社
）
三
二
七
頁
以
下
（
橋
谷
弘
執
筆
）。

（
11
）　

モ
ス
ク
ワ
協
定
の
内
容
や
そ
れ
を
め
ぐ
る
韓
国
の
状
況
に
つ
い
て
、
李
景
珉
・
前
掲
書
、
二
三
九
頁
以
下
。

（
12
）　

閔
炳
老
﹁
韓
国
の
憲
法
事
情
﹂
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
﹃
諸
外
国
の
憲
法
事
情
３
﹄（
調
査
資
料
二
〇
〇
三

－

二
）
四
〇
頁
。
制
憲
憲
法
の
制
定
過
程
に

つ
い
て
、特
に
兪
鎭
午
博
士
の
憲
法
思
想
に
焦
点
を
あ
て
て
詳
細
な
分
析
を
行
っ
た
邦
語
文
献
と
し
て
、國
分
典
子
﹁
韓
国
憲
法
思
想
の
淵
源
﹂﹃
青
丘
学
術
論
集
﹄
二
〇
集
（
二

〇
〇
二
）
一
八
二
頁
以
下
を
挙
げ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

（
13
）　

金
哲
洙
・
前
掲
書
、
四
〇
頁
。

（
14
）　

池
東
旭
﹃
韓
国
大
統
領
列
伝
﹄（
二
〇
〇
二
、
中
公
新
書
）
七
頁
。

（
15
）　

崔
京
玉
﹁
米
軍
政
下
の
司
法
部
と
制
憲
憲
法
の
成
立
過
程
﹂
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹁
二
一
世
紀
型
法
秩
序
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
Ｂ

－
１
﹁
国
家
ア
ク
タ
ー
﹂
班
日
韓
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹃
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
憲
法
と
統
治
機
構⊖
報
告
書
﹄（
二
〇
〇
五
）
四
〇
頁
。

（
16
）　

森
山
茂
徳
﹃
韓
国
現
代
政
治
﹄（
一
九
九
八
、
東
大
出
版
会
）
一
四
六
頁
。

（
17
）　

今
日
の
議
論
状
況
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
拙
稿
﹁
韓
国
大
統
領
制
の
諸
問
題
﹂﹃
ジ
ュ
リ
ス
コ
ン
サ
ル
タ
ス
﹄
一
三
号
（
二
〇
〇
五
）
六
四
頁
以
下
。

二
七
九
三
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憲
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（
18
）　

韓
泰
淵
／
葛
奉
根
﹃
韓
國
憲
法
論
﹄（
一
九
七
八
、
洋
販
出
版
）
二
一
頁
。

（
19
）　

邦
訳
と
し
て
、
Ｅ
・
フ
レ
ン
ケ
ル
（
中
道
寿
一
訳
）﹃
二
重
国
家
﹄（
一
九
九
四
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
を
、
ま
た
フ
レ
ン
ケ
ル
の
二
重
国
家
論
に
対
す
る
研
究
と
し
て
、
舟

越
耿
一
﹁
フ
レ
ン
ケ
ル
の
﹃
二
重
国
家
﹄
論
﹂
日
本
法
哲
学
会
編
﹃
法
哲
学
年
報
﹄（
一
九
七
七
）、同
﹁﹃
二
重
国
家
﹄
論
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
﹄

三
一
号
（
一
九
八
二
）、
同
﹁
ナ
チ
ズ
ム
の
法
と
国
家
﹂﹃
現
代
の
法
思
想
﹄（
一
九
八
五
、
有
斐
閣
）、
中
道
寿
一
﹁﹃
二
重
国
家
﹄
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）（
二
）﹂﹃
北
九
州

大
学
法
政
論
集
﹄
二
三
巻
一
・
二
合
併
号
、
同
三
・
四
合
併
号
（
一
九
九
五
）
を
挙
げ
て
お
く
。

（
20
）　A

. v. B
rü

n
n

eck,E
rn

st F
raen

kels U
rd

op
p

elstaat von
 1938 u

n
d

 d
er D

op
p

elstaat von
 1941/1974, in

: H
. B

u
ch

stein
/G

. G
öh

ler

（H
rsg.

）, V
om

 

Sozialism
us zum

 P
luralism

us,B
aden-B

aden

（2000

）, S. 29.

（
21
）　

中
道
寿
一
﹁
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
フ
レ
ン
ケ
ル
、
キ
ル
ヒ
ハ
イ
マ
ー
、
ノ
イ
マ
ン
﹂
初
宿
正
典
・
古
賀
敬
太
編
﹃
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
そ
の
時
代
﹄（
一
九
九
七
、
風
行
社
）

一
八
七
頁
。
ク
リ
ス
・
ソ
ー
ン
ヒ
ル
（
安
世
舟
ほ
か
訳
）﹁
フ
ラ
ン
ツ
・
ノ
イ
マ
ン
と
オ
ッ
ト
ー
・
キ
ル
ヒ
ハ
イ
マ
ー
﹂﹃
現
代
ド
イ
ツ
の
政
治
思
想
家
﹄（
二
〇
〇
四
、
岩
波

書
店
）
一
五
一
頁
以
下
。

（
22
）　

フ
レ
ン
ケ
ル
の
略
歴
に
つ
い
て
、H

. B
uchstein/R

.K
ühn,V

orw
ort zu deisem

 B
and, in: H

. B
uchstein u. a.

（H
rsg.

）, E
rnst F

raenkel G
esam

m
elte Schriften 

B
d.

Ⅰ, B
aden-B

aden

（1999

）, S. 15ff. 
を
参
照
し
た
。
邦
語
文
献
で
は
、
久
保
敬
治
﹃
新
版　

あ
る
法
学
者
の
人
生　

フ
ー
ゴ
・
ジ
ン
ツ
ハ
イ
マ
ー
﹄（
二
〇
〇
一
、
信
山

社
）
二
〇
七

－

二
一
六
頁
が
詳
し
い
。
同
書
で
は
ジ
ン
ツ
ハ
イ
マ
ー
の
弟
子
と
し
て
の
フ
レ
ン
ケ
ル
が
描
か
れ
て
お
り
、
本
稿
も
多
く
の
示
唆
を
得
た
。

（
23
）　

Ａ
・
ボ
ラ
ッ
フ
ィ
（
古
賀
敬
太
訳
）﹁
憲
法
危
機
と
社
会
民
主
主
義
﹂
Ｃ
ｈ
・
ミ
ュ
ラ
ー
／
Ｉ
・
シ
ュ
タ
フ
編
（
安
世
舟
ほ
か
編
訳
）﹃
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
憲
法
状
況
と

国
家
学
﹄（
一
九
八
九
、
未
来
社
）
一
〇
六
頁
。
中
道
・
前
掲
論
文
、
二
〇
一
頁
。

（
24
）　

フ
レ
ン
ケ
ル
の
考
え
方
が
、
基
本
法
第
六
七
条
の
規
定
に
も
っ
と
も
近
い
と
評
す
る
も
の
と
し
て
、A

. M
. B

irke, D
as konstruktive M

iß
trauensvotum

 in den 

V
erfassungsverhandlungen der L

änder und des B
undes, Z

P
arl

（1977

）, S. 81; F.K
.F

rom
m

e, V
on der W

eim
arer V

erfassung zum
 B

onner G
rundgesetz, 

3. erg. A
ufl., T

übingen

（1999

）S. 110f. 

な
ど
。
な
お
、
こ
の
あ
た
り
の
学
説
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
院
内
閣
制
と
政
権
の
安
定
﹂
同
志
社
法

学
五
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
〇
）
三
五
五

－

三
五
七
頁
に
お
い
て
、
幾
ば
く
か
の
検
討
を
行
っ
た
。

（
25
）　

哲
学
者
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、﹁
前
線
条
項
﹂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。﹁
前
線
で
戦
っ
た
の
だ
か
ら
と
い
う
こ
の
論
拠
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
承
認
を
得
て

お
り
、
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
見
あ
っ
て
、
だ
れ
で
も
、
そ
の
他
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
解
雇
と
名
誉
毀
損
と
は
、
こ
れ
を
自
明
な
こ
と
と
受
け
と
め
た
﹂。
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ

ィ
ッ
ト
（
秋
間
実
訳
）﹃
ナ
チ
ズ
ム
と
私
の
生
活
﹄（
一
九
九
〇
、
法
政
大
学
出
版
局
）
一
八
頁
。

（
26
）　

フ
レ
ン
ケ
ル
が
奨
学
金
申
請
に
際
し
て
ま
と
め
た
履
歴
事
項
に
よ
る
。
引
用
は
、S. L

adw
ig-W

inters, E
rnst F

raenkel als Stipendiat des A
m

erican C
om

m
ittee 

二
七
九
四
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同
志
社
法
学　

六
四
巻
七
号�

七
六
九

in C
hicago, in: H

. B
uchstein/G

. G
öhler, a. a. O

., S. 61. 

に
依
拠
し
た
。

（
27
）　

久
保
・
前
掲
書
、
二
一
五
頁
。

（
28
）　

こ
れ
は
、
そ
の
当
時
い
く
つ
か
あ
っ
た
亡
命
者
救
済
組
織
の
一
つ
で
あ
る
が
、
特
に
亡
命
法
律
家
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
発
起
人
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
Ｃ
・

Ｊ
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
（C

arl J. F
riedrich

）
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
委
員
会
に
お
い
て
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
と
し
て
、
Ｄ
・
リ
ー
ス
マ
ン
（D

avid R
iesm

an

）

の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
ほ
か
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
Ｗ
・
ゲ
ル
ホ
ン
（W

alter G
ellhorn

）
な
ど
が
奨
学
金
受
給
者
の
選
任
作
業
に
か
か
わ
っ
た
。
奨
学
金

は
、
一
九
三
九
／
四
〇
年
に
八
名
、
四
〇
／
四
一
年
に
二
八
名
の
計
三
六
名
に
支
給
さ
れ
た
が
、
財
政
難
の
た
め
一
九
四
四
年
に
そ
の
活
動
を
終
え
た
。S. L

adw
ig-W

inters, 

E
rnst F

raenkel, F
rankfurt/M

ain

（2009

）, S. 45ff. 

な
お
、﹃
二
重
国
家
﹄
の
出
版
に
あ
た
り
、
フ
レ
ン
ケ
ル
は
数
多
く
の
知
人
に
謝
辞
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
や
リ
ー
ス
マ
ン
の
名
前
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
単
な
る
謝
辞
以
上
の
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
29
）　

そ
の
時
期
に
も
の
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
﹃
ヒ
ト
ラ
ー
以
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
治
国
家
の
再
建
﹄（
一
九
四
三
年
）、﹃
第
二
次
大
戦
後
ド
イ
ツ
の
非
武
装
化
に

関
す
る
覚
書
﹄（
一
九
四
三
年
）、﹃
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
一
九
一
八

－

一
九
二
三
﹄（
一
九
四
四
年
）
な
ど
が
あ
る
（
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
著
作
集
第
Ⅲ
巻
に
所
収
）。

（
30
）　

当
該
機
関
は
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
知
識
人
の
救
済
計
画
の
た
め
に
、
そ
の
﹁
受
け
入
れ
窓
口
﹂
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
桜
井
哲
夫
﹃
占
領
下
パ

リ
の
思
想
家
た
ち
﹄（
二
〇
〇
七
、
平
凡
社
新
書
）
一
二
三
頁
、
一
二
七
頁
以
下
。

（
31
）　G

. G
öhler/D

. R
. Schum

ann, V
orw

ort zu diesem
 B

and,in: G
. G

öhler u. a.

（H
rsg.

）, E
rnst F

raenkel G
esam

m
elte Schriften B

d. 

Ⅲ

（
以
下
、G

S 

Ⅲ

と
す

る
。）, B

aden-B
aden

（1999

）, S.12.

（
32
）　

戦
略
情
報
局
（O

ffice of Strategic Service, O
SS

）
の
調
査
分
析
部
（R

esearch and A
nalysis B

ranch

）
で
は
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
や
日
本
の
民
主
化
に
関
す
る
構
想

が
練
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
多
数
の
亡
命
ユ
ダ
ヤ
系
知
識
人
、
日
系
ア
メ
リ
カ
人
が
か
か
わ
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
フ
レ
ン
ケ
ル
も
、
Ｏ
Ｓ
Ｓ
で
働
い
て
い
た
キ
ル
ヒ
ハ
イ

マ
ー
ら
と
、
占
領
に
対
す
る
手
引
冊
子
な
ど
を
作
成
し
た
。
Ｏ
Ｓ
Ｓ
の
調
査
分
析
部
に
つ
い
て
は
、
加
藤
哲
郎
﹃
象
徴
天
皇
制
の
起
源
﹄（
二
〇
〇
五
、
平
凡
社
新
書
）
四
七

頁
以
下
を
参
照
。G

S

Ⅲ., S. 15.

（
33
）　

例
え
ば
、
桜
井
・
前
掲
書
、
一
一
三
頁
以
下
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
亡
命
し
た
知
識
人
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
生
活
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
34
）　S.L
adw

ig-W
inters, a. a. O

. （A
nm

.28

）, S. 234.

（
35
）　E

.F
raenkel,E

vacuation from
 Seoul, G

S

Ⅲ., S. 456ff. 

に
、
ソ
ウ
ル
か
ら
脱
出
し
日
本
の
博
多
に
到
着
す
る
ま
で
の
状
況
が
時
系
列
的
に
生
々
し
く
描
か
れ
て
い
る
。

フ
レ
ン
ケ
ル
は
、
翌
一
九
五
一
年
四
月
ま
で
日
本
に
滞
在
し
、
引
き
続
き
マ
ー
シ
ャ
ル
委
員
会
の
リ
ー
ガ
ル
・
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
を
務
め
た
と
さ
れ
る
。G

.G
öhler/D

. R
. 

Schum
ann, D

ie P
lanungen E

rnst F
raenkels zum

 A
ufbau der D

em
okratie in D

eutschland und K
orea, in: H

. B
uchstein/G

.G
öhler, a.a.O

., S.68.

二
七
九
五
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（
36
）　

筆
者
も
、
ド
イ
ツ
連
邦
公
文
書
館
（B

undesarchiv

）
に
遺
さ
れ
た
文
書
の
な
か
に
そ
の
答
え
を
見
出
そ
う
と
し
た
が
、
日
本
滞
在
に
関
す
る
記
録
を
終
ぞ
見
出
せ
な
か
っ

た
（
二
〇
〇
五
年
夏
、
筆
者
調
査
）。

（
37
）　

為
政
雅
代
﹃
戦
後
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
治
学
と
政
治
教
育
の
交
錯
﹄（
博
士
論
文
）
九
一
頁
。
政
治
教
育
に
対
す
る
フ
レ
ン
ケ
ル
の
積
極
的
な
姿
勢
を
み
る
と
き
、
ワ
イ
マ

ー
ル
体
制
の
崩
壊
過
程
と
朝
鮮
半
島
で
の
民
主
主
義
の
勃
興
と
い
う
、
二
つ
の
直
接
的
な
体
験
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
、
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
い
。

（
38
）　S. L

adw
ig-W

inters, a. a. O
. （A

nm
.28

）, S.210 f.

（
39
）　G

. G
öhler/D

. R
. Schum

ann, a. a. O
. （A

nm
.35

）, S.68 

に
よ
れ
ば
、
一
九
四
六
年
以
降
、
フ
レ
ン
ケ
ル
は
制
憲
議
会
で
作
業
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
憲
法
制
定
に
つ
い

て
、
法
的
見
地
か
ら
助
言
を
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
同
論
文
に
は
、
明
確
な
裏
付
け
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
程
度
の
助
言
を
行
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
40
）　

ド
イ
ツ
帰
国
後
は
、
韓
国
か
ら
ド
イ
ツ
に
来
た
留
学
生
に
対
す
る
支
援
等
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

（
41
）　

こ
の
日
記
帳
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
人
研
究
者
に
よ
る
著
作
集
編
纂
作
業
の
な
か
で
も
﹁
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
﹂
と
さ
れ
る
（G

. G
öhler/D

. R
. Schum

ann, a.a. O
. 

（A
nm

.35

）, S. 65.

）。

（
42
）　

崔
鐘
庫
﹃
西
洋
法
受
容
史
﹄（
一
九
八
二
、
博
英
社
（
ハ
ン
グ
ル
語
））
二
五
五
頁
。

（
43
）　

崔
鐘
庫
・
前
掲
書
、
二
五
六

－

二
五
七
頁
。

（
44
）　

崔
鐘
庫
・
前
掲
書
、
二
五
七
頁
。

（
45
）　

崔
京
玉
・
前
掲
論
文
、
三
九
頁
。

（
46
）　

崔
京
玉
・
前
掲
論
文
、
四
六
頁
。

（
47
）　

崔
鐘
庫
・
前
掲
書
、
二
五
九
頁
も
、﹁
フ
レ
ン
ケ
ル
が
憲
法
制
定
に
直
接
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
外
国
に
広
め
る
こ
と
に
貢
献
し
た
﹂
と

述
べ
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
世
界
的
な
比
較
憲
法
学
者
で
あ
る
Ｋ
・
レ
ー
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（K

. L
öw

enstein

）
が
、
度
々
韓
国
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、

そ
の
背
景
に
フ
レ
ン
ケ
ル
と
の
交
流
と
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

（
48
）　E

. F
raenkel,L

egal A
nalysis of the P

roposed A
m

endm
ent to the C

onstitution of the R
epublic of K

orea, in: G
S

Ⅲ., S. 447ff.

（
49
）　G

S

Ⅲ., S. 449.

（
50
）　G

S

Ⅲ., S. 450f.

（
51
）　G

S

Ⅲ., S. 452f.

二
七
九
六



（　
　
　
　

）

韓
国
制
憲
憲
法
の
成
立
期
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
法
学
者
の
役
割

同
志
社
法
学　

六
四
巻
七
号�

七
七
一

（
52
）　G

S

Ⅲ., S. 453f.
（
53
）　G

S

Ⅲ., S. 454.
（
54
）　G

S

Ⅲ., S. 455.

（
55
）　

崔
鐘
庫
・
前
掲
書
、
二
五
八
頁
。

（
56
）　

こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
占
領
下
の
司
法
制
度
の
比
較
を
試
み
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
﹁
占
領
下
に
お
け
る
司
法
﹂
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ

ラ
ム
﹁
二
一
世
紀
型
法
秩
序
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
Ｂ

－

１
﹁
国
家
ア
ク
タ
ー
﹂
班
日
韓
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹃
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
憲
法
と
統
治
機
構

－

報
告
書
﹄（
二
〇
〇
五
）

六
一
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
57
）　

経
歴
等
に
つ
い
て
は
、
オ
プ
ラ
ー
の
自
著
に
詳
し
い
。
Ａ
・
オ
プ
ラ
ー
（
内
藤
頼
博
監
訳
）﹃
日
本
占
領
と
法
制
改
革
﹄（
一
九
九
〇
、
日
本
評
論
社
）
三
頁
以
下
。
ま
た
、

オ
プ
ラ
ー
に
関
す
る
最
近
の
研
究
と
し
て
、
出
口
雄
一
﹁﹃
亡
命
ド
イ
ツ
法
律
家
﹄
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
Ｃ
・
オ
プ
ラ
ー
﹂﹃
法
学
研
究
﹄
八
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
）
八
四
五
頁

以
下
が
注
目
さ
れ
る
。

（
58
）　

ケ
イ
デ
ィ
ス
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
つ
い
て
、
和
田
幹
彦
﹃
家
制
度
の
廃
止
﹄（
二
〇
一
〇
、
信
山
社
）
四
三
六
頁
。

（
59
）　

彼
の
人
柄
を
う
か
が
わ
せ
る
当
事
の
関
係
者
の
証
言
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
Ｊ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
﹃
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
政
治
改
革
﹄（
一
九
八
九
、
朝
日
新
聞
社
）
九

一
頁
、
ま
た
Ｊ
・
ネ
ピ
ア
の
証
言
（
竹
前
栄
治
﹃
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
人
び
と
﹄（
二
〇
〇
二
、
明
石
書
店
）
一
七
三
頁
）
や
、
Ｔ
・
Ａ
・
ビ
ッ
ソ
ン
（
中
村
政
則
ほ
か
訳
）﹃
日
本
占
領

回
想
記
﹄（
一
九
八
三
、
三
省
堂
）
一
八
二
頁
。
日
本
側
か
ら
は
、
例
え
ば
、
根
本
松
男
﹁
オ
プ
ラ
ー
博
士
と
ブ
レ
イ
ク
モ
ア
氏
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
八
五
号
（
一
九
七
一
）

九
五
頁
。
ま
た
、
自
由
人
権
協
会
と
の
関
係
で
は
、
森
川
金
寿
﹃
昭
和
人
権
史
へ
の
証
言
﹄（
一
九
八
〇
、
時
事
通
信
社
）
四
〇

－

四
二
頁
。

（
60
）　

Ａ
・
オ
プ
ラ
ー
・
前
掲
書
。
原
著
に
対
す
る
書
評
と
し
て
、
こ
こ
で
は
特
に
田
中
英
夫
﹁
紹
介
﹂
法
学
協
会
雑
誌
九
四
巻
二
号
二
五
一
頁
以
下
の
み
を
挙
げ
て
お
く
。
田
中

教
授
は
、
同
書
に
は
若
干
の
誤
解
等
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
﹁
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
法
改
革
の
す
ぐ
れ
た
鳥
瞰
図
で
あ
る
﹂
と
高
く
評
価
す
る
（
同
二
六
三
頁
）。

（
61
）　

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
フ
レ
ン
ケ
ル
の
日
本
で
の
滞
在
先
、
業
務
内
容
等
に
関
し
て
は
、
全
く
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
て
い
な
い
。
ド
イ
ツ
連
邦
公
文
書
館
の
フ
レ
ン
ケ
ル
文

書
の
な
か
に
も
、
日
本
と
の
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
資
料
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
（
二
〇
〇
五
年
夏
、
筆
者
調
査
）。

（
62
）　

Ａ
・
オ
プ
ラ
ー
・
前
掲
書
、
六
一
頁
（
原
著
七
〇
頁
）。
オ
プ
ラ
ー
は
、﹁︹
フ
レ
ン
ケ
ル
が
︺
李
承
晩
大
統
領
の
顧
問
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
た
﹂
と
し
て
い
る
が
、
李

承
晩
の
権
力
濫
用
的
姿
勢
に
批
判
的
で
あ
っ
た
フ
レ
ン
ケ
ル
の
立
場
か
ら
し
て
も
、
そ
れ
は
オ
プ
ラ
ー
の
誤
解
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
63
）　

竹
前
・
前
掲
書
、
一
七
三
頁
。

（
64
）　

Ａ
・
オ
プ
ラ
ー
・
前
掲
書
、
二
六
三
頁
。

二
七
九
七
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）

同
志
社
法
学　

六
四
巻
七
号�

七
七
二

韓
国
制
憲
憲
法
の
成
立
期
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
法
学
者
の
役
割

（
65
）　

そ
の
際
に
、
フ
レ
ン
ケ
ル
は
自
ら
を
、﹁
法
律
問
題
に
対
す
る
、
朝
鮮
の
人
々
と
ア
メ
リ
カ
人
と
の
間
の
連
絡
将
校
の
よ
う
な
役
回
り
﹂
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
尾
高

朝
雄
ほ
か
訳
﹃
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
作
集
第
四
巻　

実
定
法
と
自
然
法
﹄（
一
九
六
一
、
東
大
出
版
会
）
一
〇
八
頁
（
一
部
訳
文
を
改
め
た
）。

（
66
）　

Ａ
・
オ
プ
ラ
ー
・
前
掲
書
、
一
五
頁
。

（
67
）　E

. F
raenkel, V

orw
ort zu: P

olitikw
issenschaftliche A

bhandlungen, in: G
S

Ⅲ., S. 635.

（
68
）　G

S

Ⅲ., S. 636.

（
69
）　

Ａ
・
オ
プ
ラ
ー
・
前
掲
書
、
六
三
頁
。

（
70
）　

Ａ
・
オ
プ
ラ
ー
・
前
掲
書
、
六
三
、
六
四
頁
。

（
71
）　

出
口
・
前
掲
論
文
、
八
四
六
頁
。

（
72
）　

長
尾
龍
一
﹁
ド
イ
ツ
民
主
党
の
衰
亡
と
遺
産
﹂﹃
争
う
神
々
﹄（
一
九
九
八
、
信
山
社
）
一
七
三
頁
。

（
73
）　

竹
前
栄
治
﹃
Ｇ
Ｈ
Ｑ
﹄（
一
九
八
三
、
岩
波
新
書
）
二
一
一
頁
は
、﹁
日
本
の
占
領
と
朝
鮮
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
の
第
二
次
大
戦
後
の
横
断
的
比
較
研
究
が
必
要

で
あ
ろ
う
﹂
と
指
摘
す
る
。

（
74
）　

例
外
的
に
、
平
井
一
臣
﹁
戦
後
東
ア
ジ
ア
の
変
動
と
憲
法
﹂
同
時
代
史
学
会
編
﹃
日
本
国
憲
法
の
同
時
代
史
﹄（
二
〇
〇
七
、
日
本
経
済
評
論
社
）
は
、
日
本
本
土
、
沖
縄
、

そ
し
て
韓
国
の
占
領
政
策
の
違
い
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
日
本
と
韓
国
の
憲
法
制
定
過
程
の
相
違
及
び
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
75
）　

以
上
の
点
に
つ
い
て
、
釜
田
泰
介
﹁
憲
法
の
世
紀
、
憲
法
の
課
題
﹂
法
学
教
室
二
一
一
号
（
一
九
九
八
）
四
頁
。

二
七
九
八




